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前 書 き 

 

政府が観光立国推進基本法（平成 18年法律第 117号）に基づき策定する「観光立国推進

基本計画」（平成 29 年 3 月 28 日閣議決定）では、平成 27 年に 1,974 万人であった訪日外

国人旅行者数を、32（令和 2）年までに 4,000 万人に増加させることとされており、29 年

現在、2,869 万人となっている。北海道が実施した「北海道観光入込客数調査」によると、

訪日外国人来道者数は、平成 23年度の 57万人から、30年度には 312万人に急増しており、

今後もさらなる増加が見込まれる。 

また、北海道が実施した「平成 28年度観光客動態・満足度調査」（平成 29年 3月）によ

ると、本道を訪れた外国人観光客の 51.5％が観光バスを、22.0％が都市間バス等の路線バ

スを利用しており、外国人観光客にとってバスが主要な移動手段の一つとなっている。 

一般乗合旅客自動車運送事業者（以下「バス事業者」という。）などの公共交通事業者等

は、外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律（平成 9 年法律第

91 号）に基づき、外国語等による情報の提供、公衆無線 LAN 等の整備等の利便増進措置を

講ずるよう努めることとされており、さらに、観光庁長官が外国人観光旅客の利便の増進

を図ることが特に必要であると認めて指定した区間において事業を経営している公共交通

事業者等は、利便増進実施計画を作成して計画的に利便増進措置を実施することとされて

いる。 

一方、本道は、従来から、冬期間に積雪等の影響によるバスの遅延等が発生しやすい状

況にあることに加え、近年では、例えば、平成 28年台風第 10号の上陸により 25バス事業

者 38 路線が運休又は一部運休するなど、自然災害の影響を受けることも少なくない。この

ため、添乗員等が同乗しない都市間バス等においては、言葉の壁がある外国人観光旅客に

対して、運休・遅延等の情報を迅速かつ的確に提供することが一層重要となっている。 

本調査は、以上のような状況を踏まえ、都市間バス等を利用する外国人観光旅客におけ

る利便性の向上を図る観点から、バス事業者における外国人観光旅客に対する運行情報の

提供に関する取組状況、行政機関等におけるバス事業者に対する支援の実施状況等を調査

し、関係行政の改善に資するために実施したものである。 
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第１ 調査の目的等 

 

 １ 目 的 

この調査は、都市間バス等を利用する外国人観光旅客における利便性の向上を図る観

点から、バス事業者における外国人観光旅客に対する運行情報の提供に関する取組状況、

行政機関等におけるバス事業者に対する支援の実施状況等を調査し、関係行政の改善に

資するために実施したものである。 

 

 ２ 調査対象機関 

  (1) 調査対象機関 

    北海道運輸局 

  (2) 関連調査等対象機関 

    バス事業者、関係団体 

 

 ３ 担当部局 

   評価監視部第二評価監視官 

 

 ４ 実施時期 

   令和元年 5月～2年 2月 
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第２ 調査の結果 

１ 外国人観光旅客の利便増進措置を講ずべき区間の指定状況等 

調査結果等 説明図表番号 

【制度の概要等】  

(1) 利便増進区間の指定・見直し  

外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 図表 1-① 

（平成 9年法律第 91号。以下「国際観光振興法」という。）は、観光先  

進国の実現に向けた観光基盤の拡充及び強化を図るため、外国人観光旅  

客の来訪を促進するための措置及び国際観光の振興に資する施策に必  

要な経費の財源に関する特別の措置を講ずることにより、国際観光の振  

興を図り、もって我が国の観光及びその関連産業の国際競争力の強化並  

びに地域経済の活性化その他の地域の活力の向上に寄与することを目  

的としている。  

国際観光振興法第 2条第 1項に規定する公共交通事業者等（注 1）は、  

この目的を達成するため、国際観光振興法第 7条の規定に基づき、観光  

庁長官が定める基準に従い、旅客施設（注 2）及び車両等について、外国  

語等による情報の提供、インターネットを利用した観光に関する情報の  

閲覧を可能とするための措置、座便式の水洗便所の設置その他の外国人  

観光旅客の公共交通機関の利用に係る利便を増進するために必要な措  

置（以下「利便増進措置」という。）を講ずるよう努めなければならない  

こととされている。  

   
（注 1） 「公共交通事業者等」とは、例えば、鉄道事業法（昭和 61年法律第 92号）に  

よる鉄道事業者（旅客の運送を行うもの及び旅客の運送を行う鉄道事業者に鉄道  
施設を譲渡し、又は使用させるものに限る。）、軌道法（大正 10年法律第 76号）  
による軌道経営者（旅客の運送を行うものに限る。）、道路運送法（昭和 26 年法  
律第 183号）による一般乗合旅客自動車運送事業者（路線を定めて定期に運行す  
る自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。）、自動車ターミナル法（昭和  
34年法律第 136号）によるバスターミナル事業を営む者等をいう。  

（注 2） 「旅客施設」とは、国際観光振興法第 2条第 2項に規定する、例えば、自動車  
ターミナル法によるバスターミナル等であって、公共交通機関を利用する旅客の  
乗降、待合いその他の用に供するものをいう。  

  

観光庁長官は、国際観光振興法第 8条第 1項及び外国人観光旅客の来 図表 1-② 

訪の促進等による国際観光の振興に関する法律施行規則（平成 9年運輸  

省令第 39号。以下「国際観光振興法施行規則」という。）第 2条の規定  

に基づき、外国人観光旅客の利便の増進を図ることが特に必要であると  

認めるときは、多数の外国人観光旅客が利用する区間又は外国人観光旅  

客の利用の増加が見込まれる区間であって、国際航空運送事業に係る路  

線等の起点又は終点と主要な観光地との間を通常の経路により旅行す  

る場合に利用される区間を、利便増進措置を講ずべき区間（以下「利便  

増進区間」という。）として指定することができることとされている。  



- 3 - 
 
 
 

調査結果等 説明図表番号 

この利便増進区間については、観光庁が作成した「区間指定の考え方」

において、次のとおり、対象となる路線等が示されている。 

① 国際空港・港湾からのアクセス区間 

国際定期便発着空港又は国際定期便発着港湾と国内幹線区間上又

は主要な観光地（注3）に所在する旅客施設を結ぶ路線を指定する。 

② 国内幹線区間 

原則として、次のものについて指定する。 

・ 鉄道路線については、新幹線及び主要な在来線の優等列車運転線

区 

・ 航空路線については、定期路線及び当該路線の始点及び終点の旅

客施設 

・ 上記の他、各モードにおける外国人観光旅客の移動に係る実態に

照らして、国内幹線区間であると判断される区間について指定する

ことは妨げない。 

③ 主要な観光地へのアクセス区間 

国内幹線区間上の旅客施設から主要な観光地に至る路線又は主要

な観光地（注 3）間を結ぶ路線を指定する。なお、複数路線を経由する

場合も含む。 

 
（注 3） 「主要な観光地」とは、「平成 31年度当初予算「公共交通利用環境の革新

等」事業において、「訪日外国人旅行者の来訪が特に多い、又はその見込み

がある観光地として観光庁が指定するもの」が地域要件となる見込みである

ことに留意すること。なお、この他、各地域の実情に照らし、多数の外国人

観光旅客が来訪する又は来訪の増加が見込まれると判断される観光地を含む

ことを妨げるものではない。」と示されている。 
 

また、観光庁長官は、利便増進区間の指定、解除及び変更をしようと

するときは、国際観光振興法第 8条第 3項及び第 4項の規定に基づき、

あらかじめ、関係する公共交通事業者等の意見を聴くものとされてお

り、この意見の聴取は、国際観光振興法施行規則第 3条第 2項第 1号の

規定に基づき、地方運輸局長も行うことができることとされている。 

 

(2) 利便増進措置を講ずべき事項 

   公共交通事業者等が利便増進措置を講ずべき事項については、「外国

人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第 7 条

に規定する外国人観光旅客利便増進措置に関する基準」（平成 30年観光

庁告示第 23 号。以下「利便増進措置に関する基準」という。）において、

ⅰ）外国語等による情報の提供、ⅱ）インターネットを利用した観光に

関する情報の閲覧を可能とするための措置、ⅲ）座便式の水洗便所の設

置、ⅳ）クレジットカードによる支払を可能とする券売機等の設置、ⅴ）

図表 1-③ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-④ 
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調査結果等 説明図表番号 

交通系 IC カード利用環境の整備、ⅵ）荷物置き場の設置、ⅶ）インタ

ーネットによる予約環境の整備と定められている。 

観光庁は、平成 30 年 10 月 17 日に、利便増進措置に関する基準につ

いて、より具体的な解釈指針、より望ましいサービス水準等を示した「公

共交通機関における外国人観光旅客利便増進措置ガイドライン」（以下

「利便増進措置ガイドライン」という。）を公表している。 

 

(3) 利便増進措置に係る国庫補助事業 

     公共交通事業者等が利便増進措置を講ずるに当たって、現在、利用で

きる国庫補助事業としては、「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策

事業費補助金（交通サービス利便向上促進等事業）」（以下「利便向上促

進等事業」という。）及び「観光振興事業費補助金（公共交通利用環境

の革新等事業）」（以下「革新等事業」という。）がある。 

各補助事業の概要は、次のとおりである。 

 

  ア 利便向上促進等事業 

利便向上促進等事業は、訪日外国人旅行者の入国から目的地までの

移動を円滑に実施するため、次表のような経費に対して補助を行うこ

とにより、空港、バスターミナル等の拠点、車両・移動経路・情報提

供・交通サービス等に係るインバウンド対応を進めるものである。利

便増進区間の指定は補助要件とされていないため、公共交通事業者等

は、利便増進区間において事業を経営しているか否かにかかわらず、

利便増進措置を講ずる場合に利用することが可能となっている。 

 

表 利便向上促進等事業の補助対象経費等 

区 分 内 容 

事業開始年度 平成 28年度 

補助対象経費 ⅰ）無料公衆無線 LAN 環境の整備、ⅱ）案内標識、

可変式情報表示装置、ホームページ等の多言語表

記等、ⅲ）案内放送の多言語化、ⅳ）多言語案内・

翻訳用タブレット端末等の導入及びスタッフのた

めの外国語接遇等の研修、ⅴ）非常用電源装置及

び情報端末への電源供給機器の整備、ⅵ）バスロ

ケーションシステムの導入等 など 

補 助 率 原則として 1/3（ただし、補助対象経費の内容によ

っては補助率が変更） 

利便増進区間 利便増進区間の指定は補助要件とされていない。 
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調査結果等 説明図表番号 

 の位置付け  
 

（注） 「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金交付要綱」（平成 31年  
4月 26日改正）に基づき、当局が作成した。  

  
   イ 革新等事業 
 

革新等事業は、ストレスフリーで快適に旅行できる環境の整備を図  

るため、利便増進区間に係るもの及びこれと一体となって利用環境を  

刷新することが効果的と考えられるものとして、次表のような経費に  

対して補助を行うことにより、訪日外国人旅行者のニーズが特に高い  

取組等を一体的に進めるものであり、利便増進区間の指定が補助要件  

とされている。  

     

表 革新等事業の補助対象経費等  

区 分 内 容  

事業開始年度 平成 31年度  

 補助対象経費 ⅰ）多言語対応、ⅱ）無料 Wi-Fiサービス、ⅲ）ト

 イレの洋式化、ⅳ）キャッシュレス決済対応、ⅴ）

 非常時のスマートフォン等の充電環境の確保、ⅵ）

 大きな荷物を持ったインバウンド旅客のための機

 能向上、ⅶ）移動そのものを楽しむ取組や新たな観

 光ニーズへの対応 

 補 助 率 上記ⅰ）～ⅳ）全てを実施する場合 1/2 

 上記ⅰ）～ⅳ）のうち実施済がある場合は 1/3 

 利便増進区間 利便増進区間の指定が補助要件とされている。 

 の位置付け 

  （注） 「観光振興事業費補助金交付要綱」（平成 31年 4月 2日改正）に基づき、当局  
が作成した。  

 
 

  ウ 各補助事業の予算額及び補助実績 
 

各補助事業の予算額をみると、利便向上促進等事業は、平成 30 年
 

度 8,532百万円であったが、31年度 5,474百万円となり、革新等事業
 

は、31年度 5,500百万円となっている。 
 

北海道内で路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者（以
 

下「バス事業者」という。）に対する平成 30年度の利便向上促進等事
 

業による補助実績は、2バス事業者の 20,230 千円となっている。 
 

  
 

(4) 利便増進実施計画の作成 
 

利便増進区間において事業を経営している公共交通事業者等は、国際
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観光振興法第 9条第 1項の規定に基づき、利便増進措置を実施するため

の計画（以下「利便増進実施計画」という。）を作成し、これに基づき、

利便増進措置を実施しなければならないこととされている。 

また、観光庁長官は、公共交通事業者等が利便増進実施計画に基づく

利便増進措置を実施していないと認めるときは、国際観光振興法第 10

条第 1項の規定に基づき、当該公共交通事業者等に対し、当該利便増進

措置を実施すべきことを勧告することができることとされており、この

勧告は、国際観光振興法施行規則第 3条第 2項第 2号の規定に基づき、

地方運輸局長も行うことができることとされている。 

利便増進実施計画には、国際観光振興法第 9 条第 2 項の規定に基づ

き、ⅰ）利便増進措置の対象となる旅客施設又は車両等、ⅱ）利便増進

措置の内容、ⅲ）利便増進措置の実施予定期間を記載しなければならな

いこととされている。また、公共交通事業者等は、国際観光振興法第 9

条第 3 項の規定に基づき、利便増進実施計画を作成又は変更したとき

は、遅滞なく、これを観光庁長官に提出しなければならないこととされ

ており、利便増進実施計画の受理については、国際観光振興法施行規則

第 3条第 1項第 2号の規定に基づき、当該利便増進実施計画を作成する

公共交通事業者等を代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地

方運輸局長に権限が委任されている。 

 

【調査結果】 

今回、北海道内のバス路線に係る利便増進区間の指定状況及びバス事業

者における利便増進実施計画の作成状況について調査した結果、次のよう

な状況がみられた。 

 

(1) 利便増進区間の指定状況 

ア 観光庁による地方運輸局等に対する意見聴取の実施等に係る作業

依頼 

観光庁は、平成 31年 2月 13日、各地方運輸局等に対し、利便増進

区間の指定に係るバス事業者に対する意見聴取の実施等について、次

のとおり、作業依頼を実施している。 

① 所管している全てのバス事業者に作業様式を送付し、ⅰ）既に情

報提供促進措置を講ずべき区間として指定されている区間につい

ては、引き続き利便増進区間として指定するか、ⅱ）現在、情報提

供促進措置を講ずべき区間として指定されていない区間について

は、追加で利便増進区間として指定するべき区間がないか等に関し

て、バス事業者に意見聴取を実施すること。（注） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-⑤ 

 

 

図表 1-⑥ 

 

 

 

 

 



- 7 - 
 
 
 

調査結果等 説明図表番号 

② 地方運輸局等において、特に追加で利便増進区間の指定が必要で

あると判断する区間については、指定してよいか、関係するバス事

業者と個別に調整を実施すること。 

③ バス事業者から提出された上記①の作業様式を取りまとめた上

で、平成 31年 2月 27日までに観光庁に提出すること。 

 

（注） 「作業様式」は、平成 30年 4月 18日に現行の国際観光振興法に改正され

る以前の外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に

関する法律（旧法）に規定されていた公共交通事業者等が情報提供促進措置

を講ずべき区間（平成 29年観光庁告示第 6号）を加工したものであり、当

該区間の起点、終点及び公共交通事業者名等が記載されている。 

なお、当該区間は、観光庁長官が、外国人観光旅客の円滑な利用を確保す

るため、外国語等による情報の提供の促進を図ることが特に必要であると認

めた公共交通事業者等の事業に係る路線等について、指定するものである。 

 

イ 北海道運輸局によるバス事業者に対する意見聴取の実施状況 

北海道運輸局は、上記アの観光庁からの作業依頼を受け、次のとお

り、バス事業者に対する意見聴取を実施している。 

① 平成 31 年 2 月 19 日、49 バス事業者に対して、電子メールによ

り意見聴取に関する依頼文書を送付し、土曜日及び日曜日を含め 6

日後の同月 25日正午までに意見を提出するよう求めている。 

② 上記①の依頼文書には、留意点として、ⅰ）利便増進区間の指定

を受けた場合には、利便増進実施計画の作成と、同計画に基づき利

便増進措置を実施する義務が生じること、ⅱ）指定を受けているこ

とが、平成 31 年度の革新等事業の補助要件となる見込みであるこ

となどが記載され、関係法令や事業概要等が添付されている。 

 

ウ バス路線に係る利便増進区間の指定状況 

北海道運輸局は、上記イの意見聴取を実施した結果、4 バス事業者

から利便増進区間の指定等に関する意見が提出されたため、平成 31

年 2月 27日に、観光庁に当該意見を提出している。   

観光庁は、上記の意見を踏まえて、公共交通事業者等が外国人観光

旅客利便増進措置を講ずべき区間（平成 31 年観光庁告示第 3 号）に

より、北海道内で 10バス事業者の 17区間を利便増進区間として指定

している。 

   

エ 当局によるバス事業者に対する調査結果 

当局が、都市間バス等を運行する 26 バス事業者のうち、利便増進

区間において事業を経営している 10 バス事業者中 7 バス事業者及び

利便増進区間において事業を経営していない 16 バス事業者中 6 バス

事業者の計 13 バス事業者を抽出して、利便増進区間の指定に関する

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

図表 1-⑦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-⑧ 

 

 

図表 1-⑨ 
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認識等について調査したところ、次のような例がみられた。 

    (ｱ) 利便増進区間の指定が、バス事業者が認識する外国人観光旅客の

利用状況を踏まえたものとなっていないことがうかがわれる例 

13バス事業者のうち 5バス事業者では、次表のとおり、ⅰ）外国

人観光旅客の利用者数が、利便増進区間に指定されている区間より

も未指定区間の方が多い、ⅱ）利便増進区間に指定されている区間

における外国人観光旅客の利用者数が 1か月間に数人程度しかいな

いとそれぞれ認識している（注）にもかかわらず、利便増進区間の指

定基準等を十分に理解していなかったことにより意見を提出しな

かったため、利便増進区間に指定されていない区間や解除されてい

ない区間があるなど、利便増進区間の指定が外国人観光旅客の利用

状況を踏まえたものとなっていないことがうかがわれる例がみら

れた。 

    
     （注） 外国人観光旅客のバス利用者数については、北海道運輸局は把握しておら

ず、また、調査対象としたバス事業者も正確に把握していないとしているた

め、当局が、各バス事業者が感覚的に認識している利用者数を聴取したもの

である。 

 

表 利用増進区間の指定に関するバス事業者の認識、意見等  

バス事業者名 認識、意見等の内容 

Ａバス事業者 

（指定区間あり） 

利便増進区間に指定されている区間Ａより

も、外国人観光旅客の利用が多い未指定区間Ｂ

があるが、指定基準を十分理解していなかった

ため、追加指定の検討を行っていなかった。 

Ｂバス事業者 

（指定区間あり） 

利便増進区間に指定されている区間Ｃより

も、外国人観光旅客の利用が多い未指定区間Ｄ

があるが、利便増進区間として指定される区間

については、空港と主要な駅を結ぶ区間が該当

すると認識しており、駅と観光地を結ぶ路線な

どは指定を受けられないと考えていた。 

Ｃバス事業者 

（指定区間あり） 

最も外国人観光旅客の利用が多い区間Ｅは、

未指定区間であるが、利便増進区間に指定され

ている区間Ｆと比較して、約 7倍～14倍の外国

人観光旅客が利用している。 

利便増進区間として指定される区間は、都市

間バスや空港連絡バス等の長距離を運行する

区間に限定されているという認識であったた

め、短距離を運行する当該区間は、指定の対象

とはならないと考えていた。 

Ｄバス事業者 

（指定区間なし） 

外国人観光旅客の利用が特に多い区間Ｇで

は、繁忙期には乗客の約 9割、それ以外の時期

でも乗客の半数程度が外国人観光旅客である
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が、北海道運輸局からの電子メールによる意見

聴取の連絡だけでは、利便増進区間の指定基準

等を理解できなかったため、指定についての検

討を行っていなかった。 

Ｅバス事業者 

（指定区間あり） 

利便増進区間に指定されている区間Ｈは、外

国人観光旅客の利用が 1か月間に数人程度と非

常に少ない状況である。 

利便増進区間として指定される区間は、空港

や主要な駅を結ぶ区間については指定を受け

なければならないという認識であったため、外

国人観光旅客の利用が少ない場合でも、指定を

解除できるとは考えていなかった。指定基準に

ついては、不明な点が多いので、説明会等を開

催してほしい。 

（注） 当局の調査結果による。 

 

(ｲ) 革新等事業の内容や利便増進区間との関係について、更なる周知

を求めている例 

上記(ｱ)の 5 バス事業者では、次表のとおり、いずれも革新等事

業の内容や利便増進区間との関係を理解できていないなどとして、

更なる周知を求めている。 

 

表 革新等事業の周知に関するバス事業者の認識、意見等  

バス事業者名 認識、意見等の内容 

Ａバス事業者 

（指定区間あり） 

北海道運輸局による意見聴取の前に、革新等

事業に関する情報等があれば、利便増進区間の

指定にメリットがあるかどうかを社内で事前

に検討する契機になると考えられるので、説明

会を開催するなどにより、周知を図ってほし

い。 

Ｂバス事業者 

（指定区間あり） 

利便増進区間の指定が、革新等事業の補助要

件になっていることは理解していなかった。革

新等事業を利用してバス車両の多言語化を進

めたい意向はあるものの、当社は、利便増進区

間に指定された区間の運行に使用するバス車

両を未指定区間においても使用する場合が多

く、このような場合でも、革新等事業を利用で

きるのか分からないので、補助内容や要件を分

かりやすく周知してほしい。 

Ｃバス事業者 

（指定区間あり） 

革新等事業の詳細は承知していない。外国人

観光旅客に対する多言語対応については、補助

金を利用しながら進めていきたいと考えてい

るため、革新等事業に関する説明会を開催する
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などにより、周知を図ってほしい。  

Ｄバス事業者 利便増進区間の指定にメリットがあるかど  

（指定区間なし） うかを検討するためには、指定が補助要件とな  
っている革新等事業に関する理解が不可欠で

 
あるため、意見聴取の前に説明会等を開催して

ほしい。  

 Ｅバス事業者 革新等事業を利用してバス車両の多言語化

（指定区間あり） を図る場合、当該車両を未指定区間の運行にも  
使用できるのかどうかなど、不明な点が多いた  
め、説明会等を開催してほしい。 

 
（注） 当局の調査結果による。 

 
 

 
(ｳ) 利便増進区間の指定に関する意見聴取期間が短く、十分に検討す

 
る時間がなかったとする意見 

 
13バス事業者のうち 2バス事業者では、次表のとおり、北海道運

 
輸局による利便増進区間の指定に関する意見聴取期間が短いため、

 
意見の提出に当たって、十分に検討する時間がなかったとする意見

 
がみられた。 

 
 

 
表 意見聴取期間に関するバス事業者の意見  

 
バス事業者名 意見の内容 

 
Ｂバス事業者 北海道運輸局からの意見聴取は、回答期限ま

 
（指定区間あり） での日数が少なく、利便増進区間の指定につい

 て十分に検討する時間がなかったため、回答し

ていない。  

Ｆバス事業者 北海道運輸局が設定した意見聴取期間が短  

（指定区間なし） く、利便増進区間の指定について十分に検討す  
る時間がなかったため、意見を提出していな

 
い。 

 
（注） 当局の調査結果による。 

 
 

 
【課題】  

 北海道運輸局は、上記イのとおり、意見聴取を実施する際に、利便増進
 

区間の指定基準の内容等を理解できるよう関係法令等を送付しているが、  

調査対象としたバス事業者の中には、上記エのとおり、利便増進区間の指  

定が必ずしも外国人観光旅客の利用状況を踏まえたものとなっていないこ  

とがうかがわれる例がみられた。  

これは、一部のバス事業者が利便増進区間の指定基準や新たに設けられ  

た革新等事業の内容等を十分に理解していないことによるものとみられ  

る。  
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このため、北海道運輸局は、利便増進区間の指定が外国人観光旅客の利

用状況を踏まえたものとなるよう、バス事業者に対し利便増進区間の指定

基準の内容等を誤解しないよう注意喚起を行うことや、バス事業者にとっ

てより理解しやすい方法により制度の周知を行うことが重要である。 

    

（参考）令和元年度の利便増進区間の指定に関する意見聴取の実施状況 

令和元年度の利便増進区間の指定に関する意見聴取の実施状況をみ

ると、次のとおり、同年度のバス事業者に対する意見聴取期間は、平 

成 30 年度が 6日間であるのに対し、約 1か月間に延長されている。 

① 観光庁は、令和元年 12 月 20 日、各地方運輸局等に対し、利便増

進区間の指定に係るバス事業者に対する意見聴取の実施等につい

て、作業依頼を実施している（提出期限は令和 2年 1月 31日）。 

② 北海道運輸局は、上記①の作業依頼を受け、令和元年 12月 27 日、

49 バス事業者に対して、電子メールにより意見聴取に関する依頼文

書を送付し、令和 2年 1月 27日までに意見を提出するよう求めてい

る。 

③ 北海道運輸局は、上記②の意見聴取を実施した結果、1バス事業者

から利便増進区間の指定等に関する意見が提出されたため、令和 2

年 1月 31日に、観光庁に当該意見を提出している。 

 

なお、観光庁は、この意見聴取期間の設定について、今回の当局の調

査の経過も踏まえ、バス事業者が十分に検討することができるよう設

定したものであるとしている。 

 

(2) 利便増進実施計画の作成状況等 

ア 観光庁による地方運輸局等に対する利便増進実施計画の作成に係

る作業依頼 

   観光庁は、平成 31年 4月 17日、各地方運輸局等に対し、バス事業

者における利便増進実施計画の作成について、次のとおり、作業依頼

を実施している。 

① 利便増進区間において事業を経営しているバス事業者に対して、

利便増進実施計画の作成を依頼すること。 

② 利便増進実施計画を受理した後には、利便増進措置に関する基準

及び利便増進措置ガイドラインに照らして、記載内容に漏れがない

かについて確認し、記載内容に漏れがあった場合は、バス事業者と

調整すること。 

③ バス事業者から取りまとめた利便増進実施計画は、令和元年 5月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-⑩ 
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図表 1-⑫ 
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調査結果等 説明図表番号 

31 日までに観光庁に提出すること。 

 

イ 北海道運輸局によるバス事業者に対する利便増進実施計画の作成

依頼の実施状況 

北海道運輸局は、上記アの観光庁からの作業依頼を受け、次のとお

り、バス事業者に対する利便増進実施計画の作成依頼を実施してい

る。 

① 平成 31年 4月 25日、利便増進区間において事業を経営している

10 バス事業者に対して、電子メールにより観光庁から示された利

便増進実施計画の作成に関する依頼文書を送付し、令和元年 5月 24

日までに提出するよう求めている。 

② 上記①の依頼文書には、利便増進実施計画の様式、記載例、記載

要領、公共交通事業者等が外国人観光旅客利便増進措置を講ずべき

区間（平成 31 年観光庁告示第 3 号）及び利便増進措置ガイドライ

ンが添付されている。 

③ 上記②の利便増進実施計画の様式は、利便増進措置を講ずべき事

項ごとに、対応状況（注）を記載した上で、ⅰ）現状（対象数、実施

済数、内容）、ⅱ）2019年度の実施計画（実施（完了）時期、内容）、

ⅲ）2020年度以降の実施計画（実施（完了）時期、内容）等を記載

するものとなっている。 

 
（注） 対応状況は、「◎：対応済み」、「〇：現在対応中」、「△：実施計画策定済・

現在未対応」、「▲：今後の利用動態に応じて実施内容及び実施時期について

検討」、「－：該当なし」のいずれかを記載することとされている。 

 

ウ バス事業者における利便増進実施計画の作成状況 

北海道内で利便増進区間において事業を経営している 10 バス事業

者は、いずれも上記イの作成依頼を受け、北海道運輸局に利便増進実

施計画を提出している。 

 

  エ 当局によるバス事業者に対する調査結果 

当局が、上記ウの 10バス事業者のうち、7 バス事業者を抽出して、

利便増進実施計画の作成内容等を調査したところ、次のような例がみ

られた。 

   (ｱ) 利便増進実施計画の記載内容の一部が実態と異なる例 

7バス事業者のうち 5バス事業者では、次表のとおり、利便増進

実施計画の記載内容の一部が実態と異なる例がみられた。このう

ち、2 バス事業者に関しては、北海道運輸局が、利便増進実施計画

を受理した際に、記載内容の矛盾に気づくことができた可能性があ

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-⑬ 
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調査結果等 説明図表番号 

る。 

 

表 利便増進実施計画の記載内容と当局がバス事業者に対し聴取 

した対応状況等 

バ

ス 

事

業 

者

名 

利便増進実施計画の記載

内容 

バス事業者に

おける調査日

現在の対応状

況等 

北海道運輸局に

よる利便増進実

施計画受理時の

チェックの可能

性に係る当局の

評価 

Ａ

バ

ス

事

業

者 

「可変式情報表示装置に

よる異常時における情報

の提供」欄について、「現

在未対応」としているが、

「実施済数」欄に「対象車

両全て実施済」と記載 

未対応（実施

済数は 0車両） 

「現在未対応」と

「対象車両全て

実施済」が矛盾す

るため、チェック

が可能であった

と考えられる。 

Ｂ

バ

ス

事

業

者 

「多様な文化・生活習慣

を有する外国人観光旅客

への対応」欄について、

「現在対応中」としてい

るが、「実施済数」欄に「0

車両」と記載 

未対応（実施

済数は 0車両） 

 

 

 

バス事業者に確

認しなければ分

からないため、チ

ェックが難しい

と考えられる。 

Ｃ

バ

ス

事

業

者 

「多言語音声翻訳システ

ムによる外国語等による

情報の提供」欄について、

「現行未整備」と記載 

 

 

全対象車両に

ついて、実施

済 

 

 

 

バス事業者に確

認しなければ分

からないため、チ

ェックが難しい

と考えられる。 

Ｅ

バ

ス

事

業

者 

「交通系 ICカード利用環

境の整備」欄について、

「実施計画」欄が空欄 

令和元年度中

に QRコードを

用いた支払方

法を導入予定

（実施計画あ

り) 

バス事業者に確

認しなければ分

からないため、チ

ェックが難しい

と考えられる。 

Ｇ

バ

ス

事

業

者 

「インターネットを利用

した情報の閲覧を可能と

するための措置」欄につ

いて、「対応済み」として

いるが、「対象数」欄及び

「実施済数」欄が空欄 

全対象車両に

ついて、実施

済み（対象数

及び実施済数

は 53車両） 

 

「対応済み」であ

れば空欄とはな

らないため、チェ

ックが可能であ

ったと考えられ

る。 

（注） 当局の調査結果による。 
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調査結果等 説明図表番号 

 

(ｲ) 利便増進実施計画の記載方法が分かりにくいとする意見 

上記(ｱ)の 5 バス事業者のうち 3 バス事業者では、次表のとおり

利便増進実施計画の記載方法が分かりにくいため、説明を受ける機

会を設けてほしいとする意見がみられた。 

 

表 利便増進実施計画の記載方法に関するバス事業者の意見 

バス事業者名 意見の内容 

Ｃバス事業者 今回初めて作成するものであったが、正しい記

載方法が分からなかったため、今後は説明会を開

催してほしい。 

Ｅバス事業者  記載方法が分かりにくく、作成するのに苦労し

たため、記載要領等の送付だけでなく、直接、説明

を聞く機会があればよいと感じた。 

Ｇバス事業者 記載方法が分からない点について、北海道運輸

局に何度か問い合わせた。同局には、その都度、丁

寧に対応してもらったが、作成に関する説明会を

開催してもらえば、こうした問合せをしなくても

よくなると思う。 

（注） 当局の調査結果による。 

 

【課題】 

利便増進区間において事業を経営しているバス事業者には、前述のとお

り、利便増進実施計画に基づく利便増進措置の実施が義務付けられている

ため、利便増進実施計画には、正確な情報が記載されていることが求めら

れる。 

北海道運輸局は、バス事業者から提出された利便増進実施計画について、

記載漏れ等がないか、形式的なチェックを行い、必要に応じて、バス事業

者に修正等を指示した上で、観光庁に提出したとしている。 

しかしながら、北海道運輸局が観光庁へ提出した利便増進実施計画にお

いては、上記のとおり、記載内容の一部が実態と異なる例がみられ、この

中には、北海道運輸局が同計画を受理した際に、チェックが可能であると

考えられるものもみられた。 

また、バス事業者からは、利便増進実施計画の記載方法が分かりにくい

とする意見がみられた。 

このため、北海道運輸局は、利便増進区間において事業を経営している

バス事業者に対して、利便増進実施計画の記載方法について、より分かり

やすく説明を行うとともに、バス事業者から提出された利便増進実施計画
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の記載内容を十分に確認し、記載の不備がみられた場合には必要な助言を

行うことが重要である。 

 

【所見】 

 したがって、北海道運輸局は、バス事業者における利便増進措置の計画

的な実施を推進する観点から、次の措置を講じる必要がある。 

① 利便増進区間の指定が外国人観光旅客の利用状況を踏まえたも         

のとなるよう、バス事業者に対し注意喚起を行うとともに、指定基準や

関係する国庫補助事業について、説明会を実施するなどにより、周知を

図ること。 
② バス事業者が利便増進実施計画の作成に当たり、実態に即した記載を

行うよう、バス事業者に対し、記載方法について説明会を実施するなど

により、あらかじめ周知を図るとともに、バス事業者から提出された利

便増進実施計画の記載内容を十分に確認し、記載の不備があった場合に

はバス事業者に対して必要な助言を行うこと。 
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図表 1-① 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律（平成 9年法 

律第 91号）＜抜粋＞ 

（目的） 

第１条 この法律は、外国人観光旅客の来訪を促進することが我が国経済社会の発展及び

地域経済の活性化のために重要な課題であるとともに我が国に対する理解の増進に資す

るものであること並びに国際観光旅客の往来を促進することが国際交流の拡大に資する

ものであることに鑑み、観光先進国の実現に向けた観光基盤の拡充及び強化を図るため、

外国人観光旅客の来訪を促進するための措置及び国際観光の振興に資する施策に必要な

経費の財源に関する特別の措置を講ずることにより、国際観光の振興を図り、もって我が

国の観光及びその関連産業の国際競争力の強化並びに地域経済の活性化その他の地域の

活力の向上に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「公共交通事業者等」とは、次に掲げる者をいう。 

一 鉄道事業法（昭和 61 年法律第 92 号）による鉄道事業者（旅客の運送を行うもの及

び旅客の運送を行う鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものに限る。） 

二 軌道法（大正 10年法律第 76号）による軌道経営者（旅客の運送を行うものに限る。） 

三 道路運送法（昭和 26年法律第 183号）による一般乗合旅客自動車運送事業者（路線

を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。） 

四 自動車ターミナル法（昭和 34年法律第 136号）によるバスターミナル事業を営む者 

五 海上運送法（昭和 24年法律第 187号）による一般旅客定期航路事業（日本の国籍を

有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者が営む同法によ

る対外旅客定期航路事業を除く。次項第 4号において同じ。）を営む者 

六 航空法（昭和 27年法律第 231号）による本邦航空運送事業者（旅客の運送を行うも

のに限る。） 

七 前各号に掲げる者以外の者で次項第 1 号、第 4 号又は第 5 号の旅客施設を設置し、

又は管理するもの 

２ この法律において「旅客施設」とは、次に掲げる施設であって、公共交通機関を利用す

る旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。 

一 鉄道事業法による鉄道施設 

二 軌道法による軌道施設 

三 自動車ターミナル法によるバスターミナル 

四 海上運送法による輸送施設（船舶を除き、同法による一般旅客定期航路事業の用に供

するものに限る。） 

五 航空旅客ターミナル施設 

３ この法律において「車両等」とは、公共交通事業者等が旅客の運送を行うためその事

業の用に供する車両、自動車（道路運送法第 5 条第 1 項第 3 号に規定する路線定期運行

の用に供するものに限る。）、船舶及び航空機をいう。 

第３条～第６条 （略） 

（外国人観光旅客の利便の増進） 

第７条 公共交通事業者等は、観光庁長官が定める基準に従い、その事業の用に供する旅

客施設及び車両等について、外国語等による情報の提供、インターネットを利用した観

光に関する情報の閲覧を可能とするための措置、座便式の水洗便所の設置その他の外国

人観光旅客の公共交通機関の利用に係る利便を増進するために必要な措置（以下「外国

人観光旅客利便増進措置」という。）を講ずるよう努めなければならない。 

（外国人観光旅客利便増進措置を講ずべき区間の指定） 

第８条 観光庁長官は、公共交通事業者等の事業に係る路線又は航路について、外国人観

光旅客の利便の増進を図ることが特に必要であると認めるときは、多数の外国人観光旅

客が利用する区間又は外国人観光旅客の利用の増加が見込まれる区間であって、国土交

通省令で定める要件に該当するものを外国人観光旅客利便増進措置を講ずべき区間とし



- 17 - 
 
 
 

て指定することができる。 

２ 前項の規定による指定は、告示によって行う。 

３ 観光庁長官は、第 1 項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係す

る公共交通事業者等（協議会が組織されているときは、関係する公共交通事業者等及び

当該協議会）の意見を聴くものとする。 

４ 前 2 項の規定は、第 1 項の規定により指定された区間の指定の解除及びその区間の変

更について準用する。 

（外国人観光旅客利便増進措置の実施） 

第９条 前条第 1 項の規定により指定された区間において事業を経営している公共交通事

業者等は、単独で又は共同して、その指定された区間において事業の用に供する旅客施

設及び車両等に係る外国人観光旅客利便増進措置を実施するための計画（以下この条に

おいて「外国人観光旅客利便増進実施計画」という。）を作成し、これに基づき、当該外

国人観光旅客利便増進措置を実施しなければならない。 

２ 外国人観光旅客利便増進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 外国人観光旅客利便増進措置の対象となる旅客施設又は車両等 

二 外国人観光旅客利便増進措置の内容 

三 外国人観光旅客利便増進措置の実施予定期間 

３ 公共交通事業者等は、外国人観光旅客利便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、

これを観光庁長官に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

（外国人観光旅客利便増進措置の実施に係る勧告等） 

第 10 条 観光庁長官は、公共交通事業者等が前条第 1項の規定による外国人観光旅客利便

増進措置を実施していないと認めるときは、当該公共交通事業者等に対し、当該外国人

観光旅客利便増進措置を実施すべきことを勧告することができる。 

２ 観光庁長官は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が正

当な理由なくその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

第 11 条 （略） 

第 12 条 政府は、国際観光旅客税（国際観光旅客税法（平成 30年法律第 16号）に規定す

る国際観光旅客税をいう。第 3 項第 1 号において同じ。）の収入見込額に相当する金額

を、国際観光振興施策（国際観光旅客の円滑かつ快適な旅行のための環境の整備に関す

る施策、我が国の多様な観光の魅力に関する情報の入手の容易化に関する施策並びに地

域固有の文化、自然その他の特性を活用した観光資源の開発及び活用による当該地域に

おける体験及び滞在の質の向上に関する施策をいう。）に必要な経費に充てるものとす

る。 

２ 前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額

によるものとする。 

３ 第 1 項の国際観光振興施策として行われる施策は、次に掲げる要件に該当するものを

基本とするものとする。 

一 国際観光旅客税の納税者の理解を得られるものであること。 

二 先進的なもので、かつ、費用に比してその効果が高いものであること。 

三 地域経済の活性化その他の我が国における政策課題の解決に資するものであるこ

と。 

第 13 条～第 15条 （略） 

（権限の委任） 

第 16 条 この法律に規定する国土交通大臣及び観光庁長官の権限は、国土交通省令で定め

るところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。 

 

（以下略） 

 

（注） 下線は当局が付した。 
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図表 1-②  外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律施行規則（平

成 9年運輸省令第 39号）＜抜粋＞ 

第１条 （略） 

（法第 8条第 1項の国土交通省令で定める要件） 

第２条 法第 8 条第 1 項の国土交通省令で定める要件は、国際航空運送事業に係る路線又

は対外旅客定期航路事業に係る航路の起点又は終点と主要な観光地との間を通常の経路

により旅行する場合に利用される区間であることとする。 

（権限の委任） 

第３条 法に規定する国土交通大臣又は観光庁長官の権限で次の各号に掲げるものは、当

該各号に掲げる地方運輸局長に委任する。 

一 法第 6 条第 1 項の規定による届出（共通乗車船券を発行しようとする運送事業者に

航空法（昭和 27年法律第 231号）による本邦航空運送事業者が含まれる場合に係るも

のを除く。）の受理 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の主た

る事務所の所在地を管轄する地方運輸局長 

二 法第 9 条第 3 項の規定による計画（当該計画を作成する公共交通事業者等に航空法

による本邦航空運送事業者、海上運送法による輸送施設を設置し、若しくは管理する

者（同法による一般旅客定期航路事業を営む者を除く。）又は航空旅客ターミナル施設

を設置し、若しくは管理する者が含まれるものを除く。）の受理 当該計画を作成する

公共交通事業者等を代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長 

２ 法に規定する観光庁長官の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができ

る。 

一 法第 8条第 3項（同条第 4 項において準用する場合を含む。）の規定による意見の聴

取 

二 法第 10条第 1項の規定による勧告 

三 法第 10条第 2項の規定による公表 

 

（以下略） 

 

（注） 下線は当局が付した。 
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図表 1-③ 利便増進区間の指定に関する考え方 

（注） 観光庁の資料による。 
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図表 1-④ 利便増進措置に関する基準及び利便増進措置ガイドラインの概要 

（注） 観光庁のホームページによる。 
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図表 1-⑤ 観光庁から各地方運輸局等に対する利便増進区間の指定に関する作業依頼内容

（平成 30年度） 

 



- 22 - 
 
 
 

 

（以下略） 
 
（注） 北海道運輸局の資料による。 
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図表 1-⑥ 観光庁が各地方運輸局等に対し示した利便増進措置を講ずべき区間の指定に係る 

作業要領 
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（注） 北海道運輸局の資料による。 
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図表 1-⑦ 北海道運輸局からバス事業者に対する利便増進区間の指定に関する意見聴取の 

実施内容（平成 30年度） 
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（以下略） 

 
（注） 北海道運輸局の資料による。 
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図表 1-⑧ 利便増進区間の指定に関する意見内容 

バス事業者名 意見内容 

阿寒バス株式会社 
利便増進区間の終点の変更 

※「釧路駅バスのりば」から「釧路市役所前」に変更 

帯運観光株式会社 

（北都交通株式会社） 

利便増進区間の新規の指定 

※「新千歳空港～十勝川温泉」 

函館バス株式会社 
主たる経過地、路線名、主要な観光地の追記 

（利便増進区間に変更なし） 

ニセコバス株式会社 

利便増進区間の新規の指定 

※「新千歳空港～ニセコひらふ」 

「札幌駅バスターミナル～ニセコいこいの湯宿いろは」 

（注）1 北海道運輸局の資料に基づき、当局が作成した。 

2 北都交通株式会社は、利便増進区間の指定に関する意見を北海道運輸局に対して提出していないが、北 

都交通株式会社と共同運行を行っている帯運観光株式会社が、北都交通株式会社と意見を調整した上で、 

代表して当該意見を提出したものである。 
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図表 1-⑨ 利便増進区間として指定された区間 

起  点 終  点 区間の分類 バス事業者名 

新千歳空港 札幌駅前 Ａ 
北海道中央バス株式会社 
北都交通株式会社 

新千歳空港 ニセコひらふ Ａ ニセコバス株式会社 

新千歳空港 十勝川温泉 Ａ 
北都交通株式会社 
帯運観光株式会社 

旭川空港 六条九丁目 Ａ 旭川電気軌道株式会社 

釧路空港 釧路市役所前 Ａ 阿寒バス株式会社 

函館空港 新函館北斗駅 Ａ 函館タクシー株式会社 

函館空港 
ホテルＷＢＦグラン
デ函館前 

Ａ 函館タクシー株式会社 

函館空港 函館駅前 Ａ 函館バス株式会社 

女満別空港 おーろらターミナル Ａ 網走バス株式会社 

札幌駅バスターミナル 小樽駅前 Ｃ 北海道中央バス株式会社 

札幌駅バスターミナル 羊ヶ丘展望台 Ｃ 北海道中央バス株式会社 

南郷 18 丁目駅 札幌ドーム Ｃ 北海道中央バス株式会社 

真駒内駅 芸術の森センター Ｃ 北海道中央バス株式会社 

札幌駅前バスターミナ
ル 

ニセコいこいの湯宿
いろは 

Ｃ ニセコバス株式会社 

旭川駅前 旭岳温泉入口 Ｃ 旭川電気軌道株式会社 

旭川駅前 旭山動物園 Ｃ 旭川電気軌道株式会社 

斜里バスターミナル 
ウトロ温泉バスター
ミナル 

Ｃ 斜里バス株式会社 

（注）1 公共交通事業者等が外国人観光旅客利便増進措置を講ずべき区間（平成 31 年観光庁告示第 3 号）及び

当局の調査結果による。 

2 「区間の分類」欄は、観光庁が作成した「区間指定の考え方」（図表１-③参照）に基づく。「区間指定 

の考え方」においては、次のＡ～Ｃに分類される 3段階の区間ごとに具体的な区間を指定するものとされ 

ている。 

Ａ 国際空港・港湾からのアクセス区間 

Ｂ 国内幹線区間 

Ｃ 主要な観光地へのアクセス区間 

3 利便増進区間の中には、バス事業者以外の公共交通事業者等が事業を経営している場合もあるが、バス 

事業者についてのみ記載した。 
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図表 1-⑩ 観光庁から各地方運輸局等に対する利便増進区間の指定に関する作業依頼内容

（令和元年度） 
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（以下略） 

 

（注） 北海道運輸局の資料による。 
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図表 1-⑪ 北海道運輸局からバス事業者に対する利便増進区間の指定に関する意見聴取の 

実施内容（令和元年度） 
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（以下略） 

 

（注） 北海道運輸局の資料による。 
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図表 1-⑫ 観光庁から各地方運輸局等に対する利便増進実施計画の作成に関する作業依頼 

内容 
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（以下略） 

 

（注） 北海道運輸局の資料による。 
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図表 1-⑬ 公共交通事業者等に対する利便増進実施計画の作成に関する依頼文書 
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（以下略） 

 

（注） 北海道運輸局の資料による。 
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図表 1-⑭ 利便増進実施計画の様式、記載例、記載要領 

 

 

 

外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 

第 9条に基づく外国人観光旅客利便増進実施計画 
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（注） 北海道運輸局の資料による。  
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２ 事故、災害等の発生に伴い、著しい運行の遅延等が発生した場合における外国人観光旅

客に対する情報提供に関するバス事業者の取組状況 

調査結果等 説明図表番号 

【制度の概要等】 

公共交通事業者等は、国際観光振興法第 7 条の規定に基づき、利便増進

措置として、外国語による情報の提供等の措置を講ずるよう努めることと

されており、また、利便増進措置に関する基準三－(一)－4 においては、事

故、災害等の発生に伴い、著しい運行（運航を含む。）の遅延その他の異常

な状態が発生した場合には、ⅰ）運行の遅延、休止等に関する最新の情報

を迅速に提供すること、ⅱ）通常用いている情報提供に係る手段が使用で

きない場合であっても、他の対応可能な手段を組み合わせて行うこととさ

れている。 

観光庁は、利便増進措置ガイドラインにおいて、ⅰ）観光庁長官が定め

る基準の具体的内容（以下「基準事項」という。）、ⅱ）公共交通事業者等

が外国人観光旅客に対し利便増進措置を講ずる際に更に望まれる事項（以

下「推奨事項」という。）をそれぞれ示している。 

事故、災害等の発生に伴い、著しい運行の遅延等が発生した場合におけ

る情報提供に関する基準事項及び推奨事項は、次のとおりである。 

(1) 基準事項 

① 言語の種類については、ユニバーサルデザインの観点から、日本語、

英語を基本とし、ピクトグラムも有効に活用すること。 

② 提供場所については、旅客施設、車両等において行うこと。特に、

旅客施設については、券売機、乗車船券売り場等も含め、旅客動線を

考慮したきめ細やかな情報提供を行うこと。 

③ 提供手段については、通常用いている情報提供に係る手段が使用で

きない場合であっても、以下の手段の中から整備・対応可能なものを

組み合わせて相互に補完させて情報を迅速かつ正確に提供すること。 

ⅰ）ホワイトボード・張り紙等 

ⅱ）可変式情報表示装置（当局注 1） 

ⅲ）ウェブサイト（SNSを含む。）（当局注 2） 

ⅳ）公共交通機関の利用者向けのアプリケーション（当局注 3） 

ⅴ）案内係員・案内放送（多言語音声翻訳システム（当局注 4）、多言語

対応コールセンターの活用を含む。） 

 
（当局注）1 「可変式情報表示装置」は、平面ディスプレイ等の使用により映像や

文字を表示する情報・広告媒体（デジタルサイネージ、デジタル看板、

電子看板）である。 

2 「SNS」は、ツイッター及びフェイスブック等のソーシャル・ネットワ

ーキング・サービスをいう。 

3 公共交通機関の利用者向けのアプリケーションは、時刻表検索や経路 

検索等ができるものである。 

 

 

 

図表 2-① 

 

 

 

 

 

図表 2-② 
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4 多言語音声翻訳システムは、音声翻訳技術を活用して、複数の言語で 

音声翻訳や文字翻訳を実現するシステムである。 

 

④ 提供内容については、運転見合わせ、運休、遅延等の最新の運行状

況及び当該運行状況となった運行阻害要因とすること。 

 

(2) 推奨事項 

① 提供手段については、異常時における運行に関する情報を、経路検

索事業者等に対して、当該事業者等が容易に活用できる形式により提

供すること。 

② 提供内容については、ⅰ）代替輸送手段や、運行再開見込み等の情

報も外国語で提供すること、ⅱ）悪天候時空港が閉鎖となった際に、

空港アクセス鉄道の旅客施設内、車両において空港が閉鎖した旨を外

国語等で案内するなど、関係する他の交通事業者に係る情報も提供で

きること。 

③ 情報提供体制の構築については、ⅰ）各事業者において、「情報提

供のために必要な情報の収集及び整理体制」、「外国人観光旅客に対

する情報提供の手段、情報提供すべき内容、情報提供の対象」、「情

報提供に関する指揮系統及び責任の所在」を明確化した体制を構築し

ておくこと、ⅱ）外国語対応可能な職員を配置すること、ⅲ）旅客施

設内のテナント等の関係機関の職員との協力体制を構築しておくこ

と。 

 

【調査結果】 

今回、調査対象とした 13バス事業者における利便増進措置ガイドライン

に基づく事故、災害等の発生に伴い、著しい運行の遅延等が発生した場合

の外国語等による運行情報の提供状況について調査した結果、次のような

状況がみられた。 

(1) 運行情報に関する言語の種類 

調査対象とした 13バス事業者のうち 12バス事業者は、いずれも外国

語（英語等）による運行情報の提供を行っている。 

現在、外国語による運行情報の提供を行っていない 1バス事業者（Ｈ

バス事業者）は、これまで情報提供促進措置を講ずべき区間において事

業を経営していなかったものであり、平成 31 年 3 月に新たに指定され

た利便増進区間において事業を経営することとなったため、今後は、補

助事業を利用した外国語による情報提供手段の整備など利便増進措置

の実施について検討を行っていきたいとしている。 

なお、同バス事業者は、現在運行している都市間バス等が予約制であ

るため、運休を決定した場合には、外国人を含む全ての予約者に対し、

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-③～⑤ 
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電話により日本語で運休情報を伝えているが、これまでのところ、伝え

た内容が理解されなかったことはないとしている。 

 

(2) 運行情報の提供場所 

外国語による運行情報の提供を行っている 12 バス事業者は、バス案

内所及びバス停留所において情報提供を行っている。 

なお、これらバス事業者は、いずれも自ら国際観光振興法第 2条第 2

項の規定に基づく旅客施設を設置していない。 

 

(3) 運行情報の提供手段 

ア 基準事項 

(ｱ) 複数の提供手段を組み合わせた運行情報の提供状況 

外国語による運行情報の提供を行っている 12バス事業者におけ

る運行情報の提供手段の数をみると、次表のとおり、10 バス事業

者が複数の提供手段を組み合わせている。 

 

表 12バス事業者が導入している運行情報の提供手段の数 

提供手段の数 バス事業者数 

5つ 1事業者 

3つ 5事業者 

2つ 4事業者 

1つ 2事業者 

計 12事業者 

（注） 当局の調査結果による。 

 

一方、1つの提供手段（三者間通話システム又は多言語音声翻訳

システム）のみにより運行情報の提供を行っている 2 バス事業者

における他の提供手段の導入見込みは、次表のとおりであり、この

うち 1 バス事業者は、体制や経営上の制約から導入が難しいとし

ている。 

 

     表 他の提供手段の導入見込みに関するバス事業者の意見 

バス事業者名 意見の内容 

Ｃバス事業者 現在、外国人観光旅客の電話による問合

せ等に対して英語通訳事業者を介した三者

間通話のシステムにより対応しており、他

の提供手段の導入については、自社の体制

や経営上の制約から、新たな人的対応や設

備投資を行うことが極めて難しい。 
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Ｅバス事業者 現在、多言語音声翻訳システムの導入に

よる対応を行っているが、今後、遅延等の最

新の運行情報を知らせるバスロケーション

システムの導入を検討している。 

     （注） 当局の調査結果による。 

 

なお、5つの提供手段（ホワイトボード・張り紙等、可変式情報

表示装置、ウェブサイト、公共交通機関の利用者向けのアプリケー

ション、案内係員・案内放送）を導入している 1バス事業者（Ｂバ

ス事業者）は、この理由について、以前から外国人観光旅客の多い

観光地の路線を運行しているため、これまで提供手段の導入を順

次進めてきた結果であるとしている。 

 

(ｲ) 運行情報の提供手段に係る相互補完の状況 

複数の提供手段を組み合わせて運行情報の提供を行っている 10

バス事業者のうち、導入している提供手段の数が 2 つとなってい

る 4 バス事業者における提供手段の相互補完の状況をみると、次

表のとおり、3バス事業者では、インターネットとバス案内所など、

それぞれ異なる方法や場所で情報提供が行われているため、提供

手段は、相互に補完して機能しているものと考えられる。 

また、残りの 1バス事業者（Ｉバス事業者）では、いずれの提供

手段もバス案内所において情報提供が行われているが、外国人観

光旅客が自ら運行情報を確認することが可能な可変式情報表示装

置の設置に加えて、案内係員による多言語音声翻訳システムを活

用した情報提供も行われており、これらの提供手段についても、相

互に補完して機能しているものと考えられる。 

 

表 提供手段が 2つあるバス事業者における相互補完の状況 

バス事業者名 提供手段 情報提供の方法や場所 

Ｄバス事業者 

 

 

ウェブサイト 

（ツイッター） 

インターネット 

案内係員・案内放送 

（英語対応可能なスタッ

フによる対応） 

バス案内所 

 

Ｇバス事業者 

 

 

ホワイトボード・張り紙等 バス停留所、バス案内所 

ウェブサイト 

（ツイッター） 

インターネット 

Ｉバス事業者 可変式情報表示装置 バス案内所 
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案内係員・案内放送 

（多言語音声翻訳システ

ムを活用） 

バス案内所 

 

 

Ｊバス事業者 

 

 

可変式情報表示装置 バス案内所 

ウェブサイト 

（ホームページ及びフェ

イスブック） 

インターネット 

（注） 当局の調査結果による。 

 

      なお、導入している提供手段の数が 3つとなっている 5バス事

業者についても、同様に、インターネットとバス案内所など、そ

れぞれ異なる方法や場所で情報提供が行われているため、提供手

段は、相互に補完して機能しているものと考えられる。 

 

イ 推奨事項 

バス事業者が、推奨事項である「異常時における運行に関する情報

を、経路検索事業者等に対して、当該事業者等が容易に活用できる形

式により提供すること」の対応を行うためには、国土交通省が定めた

「標準的なバス情報フォーマット」を活用するなど、「経路検索に必

要な時刻表や運行経路等の情報」及び「遅延情報や位置情報等の即時

に変動する情報」（以下「動的情報」という。）に係るデータの整備を

行うことが求められている。 

しかし、外国語による運行情報の提供を行っている 12 バス事業者

は、いずれも動的情報のデータの整備を行っておらず、経路検索事業

者等に情報提供を行っていなかった。 

このうち、当該データの整備を行っていない理由について回答が得

られた 2バス事業者は、次表のとおり述べており、技術的な課題又は

経営上の制約により対応が進んでいないことがうかがわれる。 

 

表 標準的なバス情報フォーマットによる動的情報のデータ整備 

を行っていないバス事業者の意見 

バス事業者名 意見の内容 

Ｋバス事業者 バスの位置を把握するために登載してい

る端末の SIM の不具合等によりデータが途

絶えてしまうおそれがあり、情報の安定性・

安全性を確保できていない。 

Ｌバス事業者 既に導入しているバスロケーションシス

テムとの互換性がないため、現行システム

の改修等による対応は不可能であり、また、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-③ 

（再掲） 

 

 

 

 

図表 2-⑥・⑦ 
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経営上の制約から、別途システム担当者等

を配置することも困難である。 

   （注） 当局の調査結果による。 

 

(4) 運行情報の提供内容 

ア 基準事項 

外国語による運行情報の提供を行っている 12 バス事業者は、いず

れも「運転見合わせ、運休、遅延等の最新の運行状況及び当該運行状

況となった運行阻害要因」に係る情報の提供を行っている。 

 

イ 推奨事項 

外国語による運行情報の提供を行っている 12 バス事業者は、いず

れも推奨事項である「代替輸送手段や、運行再開見込み等の情報も外

国語で提供すること」及び「関係する他の交通事業者に係る情報も提

供できること」については対応を行っていなかった。 

このうち、これらの推奨事項に関する対応を行っていない理由につ

いて回答が得られた 7バス事業者は、次表のとおり述べており、この

うちの 6 バス事業者は人手不足や経営上の制約から対応できないと

している。 

 

表 運行情報の提供内容に関する推奨事項の対応を行っていない 

バス事業者の意見 

バス事業者名 意見の内容 

Ａ、Ｃ、Ｇ、Ｊ、Ｋ、

Ｍバス事業者 

現状では、人手不足や経営上の制約によ

り、こうした情報の収集や提供を行うため

の人材の確保や体制の整備が困難である。 

Ｂバス事業者 代替輸送手段については、並走する鉄道

路線がなく、事故や災害の際は、他のバス事

業者のバス路線も運休となるため、提供で

きる情報がない。 

Ｇバス事業者 荒天等による運休の場合、運行再開の見

込みについては判断が難しく、早い段階で

信頼性の高い情報を提供することができな

いため、運行再開が確定した段階で情報提

供を行わざるを得ない。 

   （注） 当局の調査結果による。 

 

(5) 情報提供体制の構築 

外国語による運行情報の提供を行っている 12 バス事業者は、いずれ
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も日本人観光旅客に提供する情報を外国語化することにより対応を行

っている。 

推奨事項のうち、「情報提供のために必要な情報の収集及び整理体制

を明確化した体制を構築しておくこと」及び「情報提供に関する指揮系

統及び責任の所在を明確化した体制を構築しておくこと」については、

日本人観光旅客に情報を提供する体制で支障なく対応が図られている

ほか、「外国人観光旅客に対する情報提供の手段、情報提供すべき内容、

情報提供の対象を明確化した体制を構築しておくこと」については、上

記(3)及び(4)のとおり、情報提供の手段、情報提供すべき内容に関する

基準事項に係る対応状況をみると、概ね対応が図られている。 

一方、「外国語対応可能な職員を配置すること」の対応を行っている

バス事業者は、2 バス事業者にとどまっており、残りの 10 バス事業者

は、いずれも経営環境が厳しいこと等から対応に至っていないとしてい

る。 

なお、「旅客施設内のテナント等の関係機関の職員との協力体制を構

築しておくこと」については、前述(2)のとおり、12バス事業者は、い

ずれも旅客施設を設置していないため、該当しない。 

 

【課題】 

 バス事業者は、利便増進措置に関する基準に従って外国語等による情報

の提供等の利便増進措置を講ずるよう努めることとされており、その実施

に当たっては、利便増進措置ガイドラインを踏まえた対応が求められてい

る。 

しかしながら、今回、調査対象とした 13バス事業者の中には、経営上の

制約や対応を検討中であることを理由として、ⅰ）外国語による運行情報

の提供を行っていないバス事業者（1バス事業者）、ⅱ）利便増進措置ガイ

ドラインで示された情報の提供手段に関する基準事項を踏まえた対応を行

っていないバス事業者（2バス事業者）がみられた。 

また、推奨事項を踏まえた対応状況をみると、情報の提供手段及び提供

内容に関する推奨事項については、人手不足や経営上の制約を理由として、

いずれのバス事業者も対応を行っていない状況がみられた。 

このため、北海道運輸局は、バス事業者における利便増進措置の実施状

況を把握した上で、当該利便増進措置が実施されていない場合には、バス

事業者の事情等を考慮しながら、その実施を促進することが重要である。 

 

【所見】 

したがって、北海道運輸局は、都市間バス等における外国人観光旅客の

利便性の向上を一層推進する観点から、バス事業者における利便増進措置
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の実施状況を把握し、次の措置を講ずる必要がある。 

① 基準事項を踏まえた対応を行っていないバス事業者については、その

実施を促進するため、必要な助言等を行うこと。 

② 推奨事項を踏まえた対応を行っていないバス事業者については、当該

対応の必要性やバス事業者の経営状況など個別の事情を考慮した上で、

推奨事項を踏まえた対応を促進するため、必要な助言等を行うこと。 
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図表 2-① 「外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第 7 条に 

規定する外国人観光旅客利便増進措置に関する基準」（平成 30 年観光庁告示第 23

号）＜抜粋＞ 

外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第 7 条に規定する外

国人観光旅客利便増進措置に関する基準 

 

一 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律第 7 条に規定する

外国人観光旅客利便増進措置（以下「外国人観光旅客利便増進措置」という。）を講ずべ

き旅客施設及び車両等は、公共交通事業者等の事業の用に供する旅客施設及び車両等の

うち外国人観光旅客の利用上重要なものとして、当該公共交通事業者等が選定したもの

とすること。 

二 外国人観光旅客利便増進措置を講ずべき事項は、次に掲げるものとすること。 

㈠ 外国語等による情報の提供 

㈡ インターネットを利用した観光に関する情報の閲覧を可能とするための措置 

㈢ 座便式の水洗便所の設置 

㈣ クレジットカードによる支払いを可能とする券売機等の設置 

㈤ 交通系 ICカード利用環境の整備 

㈥ 荷物置き場の設置 

㈦ インターネットによる予約環境の整備 

三 外国人観光旅客利便増進措置の実施については、次に掲げるところによること。 

㈠ 外国語等による情報の提供については、次に掲げるところによること。 

１ 情報提供に係る手段 

文字、ピクトグラム、図表類又は音声を用いて、情報提供に係る場所及び内容に応

じた適切な手段で実施すること。 

２ 情報提供に係る言語 

日本語に加え、英語を基本とすること。 

３ 情報提供に係る場所及び内容 

① 旅客施設及び車両等のほか、ウェブサイト等において、外国人観光旅客が公共

交通機関を円滑に利用するために必要となる情報を提供すること。 

② 旅客施設及び車両等においては、外国人観光旅客が必要な情報を連続的に得ら

れるように、利用者の動線及び視線を考慮して情報提供を行うこと。 

４ 事故、災害等の発生に伴い、著しい運行（運航を含む。以下同じ。）の遅延その他

の異常な状態が発生した場合における情報提供 

① 運航の遅延、休止等に関する最新の情報を迅速に提供すること。 

② 通常用いている情報提供に係る手段が使用できない場合であっても、他の対応

可能な手段を組み合わせて行うこと。 

㈡ インターネットを利用した観光に関する情報の閲覧を可能とするための措置につい

ては、次に掲げるところによること。 

１ 旅客施設及び車両等において、公衆無線 LAN その他のインターネットを利用した

情報の閲覧を可能とする環境（以下「公衆無線 LAN 等」という。）を整備すること。 

２ 公衆無線 LAN 等の利用に当たり、初期登録や利用規約への同意が必要である場合

は、外国語等を用いてその旨を案内するとともに、外国人観光旅客が容易に利用で

きる方式とすること。 

３ 公衆無線 LAN 等が利用できる場所を、ピクトグラム等を用いた掲示により案内す

ること。 

㈢ 座便式の水洗便所の設置については、次に掲げるところによること。 

１ 旅客施設及び車両等の便所に設置する便器（小便器を除く。）は、原則として座便

式のものとすること。 

２ 多くの外国人観光旅客が利用する便所においては、便所の使用方法を外国語等を
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用いた掲示により案内すること。 

㈣ クレジットカードによる支払を可能とする券売機等の設置については、次に掲げる

ところによること。 

１ 長距離又は優等の乗車船券の購入が多い旅客施設においては、クレジットカード

による支払が可能であることを外国語等を用いた掲示により案内すること。 

２ クレジットカードによる支払が可能であることを外国語等を用いた掲示により案

内すること。 

㈤ 交通系 ICカード利用環境の整備については、次に掲げるところによること。 

１ 旅客施設（鉄道事業又は軌道事業の用に供するものに限る。）又は車両（鉄道事業

又は軌道事業の用に供するものに限る。）若しくは自動車（道路運送法（昭和 26 年

法律第 183 号）第 5 条第 1 項第 3 号に規定する路線定期運行の用に供するものに限

る。）においては、交通系 ICカードを利用できる環境を整備すること。 

２ 交通系 IC カードを利用できること及び利用方法を外国語等を用いた掲示により

案内すること。 

㈥ 荷物置き場の設置については、次に掲げるところによること。 

１ 長距離の利用が見込まれる又は空港へのアクセスに利用される鉄道車両又は軌道

車両の内部においては、大型荷物が複数収納できる荷物置き場を乗客の利便性を考

慮した箇所に設置すること。 

２ 設置箇所及び利用方法について外国語等を用いた掲示により案内すること。 

㈦ インターネットによる予約環境の整備については、次に掲げるところによること。 

１ 外国人観光客がウェブサイト等により座席指定券及び企画乗車船券を予約できる

環境を整備すること。 

２ 予約に係るウェブサイト等においては、予約するために必要な情報を外国語等を

用いて案内すること。 

四 外国人旅客利便増進措置の実施予定時期については、次に掲げるところによること。 

㈠ 資本的支出による整備が必要な措置に関しては、当該措置を講ずべき旅客施設及び

車両等の償却期間等を考慮しつつ、できる限り速やかに実施すること。 

㈡ 資本的支出を必要としない措置に関しては、できる限り速やかに実施すること。 

 

（以下略） 

 

（注） 下線は当局が付した。 
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図表 2-② 「公共交通機関における外国人観光旅客利便増進措置ガイドライン」（平成 30  

年 10月観光庁）の内容 

第Ⅰ部. ガイドラインの構成と活用法 

第１章 本ガイドラインの位置づけ （略） 

第２章 本ガイドラインを実施する者、対象施設 （略） 

 

第Ⅱ部. ガイドラインの基本的な考え方 

第１章 ガイドラインの内容 

観光庁長官が定める基準とは、公共交通事業者等が外国人観光旅客に対し利便増進措置

を講ずる際に必要不可欠な事項であり、それに対してガイドラインは「基準事項」と「推奨

事項」に分けられ、それぞれ「○」と「◇」の印を付記している。「基準事項」とは「観光

庁長官が定める基準の具体的内容」、「推奨事項」とは「公共交通事業者等が外国人観光旅

客に対し利便増進措置を講ずる際にさらに望まれる事項」である。 

さらに解説が必要な場合は、《解説》として出典等の説明を加えた。 

 

観光庁長官が定める基準及び利便増進措置ガイドラインの見方 

基 準 

★ 観光庁長官が定める基準 

公共交通事業者等が外国人観光旅客に対し利便増進措置を講ずる際に必要不可欠な

事項。 

ガイドライン 

 ○ 基準事項（本ガイドラインでは○で表

示） 

観光庁長官が定める基準の内容を説明

する事項。 

◇ 推奨事項（本ガイドラインでは◇で表

示） 

公共交通事業者等が外国人観光旅客に

対し利便増進措置を講ずる際にさらに

望まれる事項。 

《解説》 

■ガイドラインの内容を実施するにあたっての参考情報や出典等を示した。 

 

第２章 旅客施設、車両等選定の基準 （略） 

第３章 実施予定時期設定の基準 （略） 

 

第Ⅲ部. 各論 

第１章 外国語等による情報の提供 

１－１ 外国語等による情報の提供 （略） 

１－２ 事故、災害等の発生に伴い著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合

における情報提供 

基 準 

★ 運行の遅延、休止等に関する最新の情報を迅速に提供すること。 

★ 通常用いている情報提供に係る手段が使できない場合あっても、他の対応可能な手段

を組み合わせて行うこと。 

ガイドライン 

言語の種類 ○ 情報提供は、ユニバーサルデザインの

観点から、日本語、英語を基本とし、ピク

トグラムも有効に活用する。 
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提供場所 ○ 旅客施設、車両等において行う。 

○ 特に旅客施設については、券売機、乗車

船券売り場等も含め、旅客動線を考慮し

たきめ細やかな情報提供を行う。 

提供手段 ○ 通常用いている情報提供に係る手段が

使用できない場合であっても、以下に記

載する手段の中から整備・対応可能なも

のを組み合わせて相互に補完させて情報

を迅速かつ正確に提供する。 

・ ホワイトボード、張り紙等 

・ 可変式情報表示装置 

・ ウェブサイト（SNSを含む。） 

・ 公共交通機関の利用者向けのアプリ

ケーション 

・ 案内係員・案内放送（多言語音声翻訳

システム、多言語対応コールセンター

の活用を含む。） 

◇ 異常時における運行に関する情報を、

経路検索事業者等に対して、当該事業者

等が容易に活用できる形式により提供す

ることが望ましい。 

提供内容 ○ 運転見合わせ、運休、遅延等の最新の運

行状況及び当該運行状況となった運行阻

害要因とする。 

◇ 代替輸送手段や、運行再開見込み等の

情報も外国語で提供することが望まし

い。 

◇ （悪天候時空港が閉鎖となった際に、空

港アクセス鉄道の旅客施設内、車両にお

いて空港が閉鎖した旨を外国語等で案内

するなど）関係する他の交通事業者に係

る情報も提供できることが望ましい。 

情報提供体制の構築 ◇ 各事業者において、以下に記載する事

項につき明確化した体制を構築しておく

ことが望ましい。 

・ 情報提供のために必要な情報の収集

及び整理体制 

・ 外国人観光旅客に対する情報提供の

手段、情報提供すべき内容、情報提供の

対象 

・ 情報提供に関する指揮系統及び責任

の所在 

◇ 外国語対応可能な職員を配置すること

が望ましい。 

◇ 旅客施設内のテナント等の関係機関と

の協力体制を構築しておくことが望まし

い。 

≪解説≫ 

■言語の種類については「観光立国実現に向けた多言語対応の改善・強化のためのガイド
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ライン」（平成 26年 3月観光庁）を参照されたい。 

http://www.mlit.go.jp/common/001029742.pdf 

 

■経路検索におけるバス情報拡充については「標準的なバス情報フォーマット」（平成 29年 

3月国土交通省）を参照されたい。 

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000067.html 

 

■災害等の非常時における外国人観光旅客への情報提供に係る各府省庁の直近の施策につ  

いては、「非常時の外国人旅行者の安全・安心確保のための緊急対策」（平成30年9月28

日第24回観光戦略実行推進会議決定）を参照されたい。  

http://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000255.html 

 

（以下略） 

 
（注） 利便増進措置ガイドラインに基づき、当局が作成した。 
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図表 2-③ 調査対象 13バス事業者における外国語による運行情報の提供状況 

利便増進区間指定の有無 有 無 

合 

計 

 

       バス事業者名 

 

 

利便増進措置 

ガイドラインの内容 

Ａ
バ
ス
事
業
者 

Ｂ
バ
ス
事
業
者 

Ｃ
バ
ス
事
業
者 

Ｅ
バ
ス
事
業
者 

Ｇ
バ
ス
事
業
者 

Ｈ
バ
ス
事
業
者 

Ｍ
バ
ス
事
業
者 

Ｄ
バ
ス
事
業
者 

Ｆ
バ
ス
事
業
者 

Ｉ
バ
ス
事
業
者 

Ｊ
バ
ス
事
業
者 

Ｋ
バ
ス
事
業
者 

Ｌ
バ
ス
事
業
者 

提 

供 

手 

段 

基

準

事

項 

ホワイトボード、張り

紙等 
－ ◯ － － ◯ － － － － － － － － 2 

可変式情報表示装置 － ◯ － － － － ◯ － ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 7 

ウェブサイト（SNSを含

む。） 
◯ ◯ － － ◯ － ◯ ◯ 予 － ◯ ◯ ◯ 8 

公共交通機関の利用

者向けのアプリケー

ション 

◯ ◯ － 予 － － － － ◯ － － ◯ － 4 

案内係員・案内放送

（多言語音声翻訳システ

ム、多言語対応コールセン

ターの活用を含む。） 

◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ ◯ ◯ ◯ － － ◯ 9 

推

奨

事

項 

経路検索事業者等に

対する異常時におけ

る運行に関する情報

提供 

－ － － － － － － － － － － － － 0 

提 

供 

内 

容 

基

準

事

項 

運転見合わせ、運休、

遅延等の最新の運行

状況及び当該運行状

況となった運行阻害

要因 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ － ◯ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12 

推

奨

事

項 

代替輸送手段、運行再

開見込み等の情報 
－ － － － － － － － － － － － － 0 

関係する他の交通事

業者に係る情報 
－ － － － － － － － － － － － － 0 

情
報
提
供
体
制
の
構
築 

推

奨

事

項 

情報提供のために必

要な情報の収集及び

整理体制の明確化 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 13 

外国人観光旅客に対

する情報提供の手段、

情報提供すべき内容、

情報提供の対象の明

確化 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 13 

情報提供に関する指

揮系統及び責任の所

在の明確化 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 13 

外国語対応可能な職

員の配置 
－ ◯ － － － － － ◯ － － － － － 2 

(注) 1 当局の調査結果（ウェブサイト、ツイッター及びフェイスブックに関する対応については、令和元年 7月 19日現在）によ

る。 

2 「利便増進措置ガイドラインの内容」について、各区分に該当するものには「〇」を、該当しないものには「－」を、実 

施を予定しているものには「予」を付した。 

3 情報提供体制の構築のうち、旅客施設内のテナント等との関係機関の職員との協力体制の明確化については、12バス事業 

者が、いずれも旅客施設を設置していないため記載していない。 
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図表 2-④ 外国語による運行情報の提供を行っているバス事業者における対応状況の例 

バス事業者名 運行情報の提供方法等 

Ｂバス事業者 

（指定区間あり） 

・ 駅前のバス案内所に英語で対応可能なスタッフを配置 

・ 外国人観光旅客の利用が多いロープウェイシャトルや登山バスの

路線については、日本語及び英語で運休を知らせる掲示物を各停留

所に設置 

Ｃバス事業者 

（指定区間あり） 

・ 外国人観光旅客からの電話による問合せに対しては、通訳を介す

る「三者間通話」により対応 

Ｄバス事業者 

（指定区間なし） 

・ 外国人観光旅客の利用が多いバスターミナルでは、運休が発生し

た場合、外国人観光旅客に対し、英語で対応可能なスタッフにより

情報提供 

Ｇバス事業者 

（指定区間あり） 

・ 空港連絡バスについては、各停留所及び空港内のバスカウンター

に運休を知らせる日本語及び英語の掲示物を設置 

（注） 当局の調査結果による。 
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図表 2-⑤ バスの運休等を知らせる外国語の掲示物等の例 

 

 

 

 

バス停留所における多言語による掲示（函館バス株式会社） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（注） 当局の調査結果による。 
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図表 2-⑥ 「標準的なバス情報フォーマット」の概要 

 
 

 



-
 
6
3
 
- 

   

 

 
 

 （
注
）
 
国
土
交
通
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
。
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図表 2-⑦ 国土交通省からバス事業者の団体に対する「標準的なバス情報フォーマット」の

活用に関する依頼文書 

 

（以下略） 

 

（注） 公益社団法人広島県バス協会のホームページによる。 
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３ ポータルサイト「北海道旅の安全情報」による運行情報の提供状況 

調査結果等 説明図表番号 

【制度の概要等】  

北海道運輸局は、災害発生時における外国人旅行者の避難誘導や正確な 図表 3-①～③ 

情報の提供等が課題となっていることを踏まえ、平成 29 年度訪日外国人  

旅行者受入環境整備緊急対策事業により、災害発生時における対応体制の  

構築を図ることを目的とする「北海道における災害対応体制の構築に向け  

た実証事業」（以下「実証事業」という。）を実施している。  

実証事業では、災害発生時に外国人旅行者に対して提供すべき情報の内  

容、提供の手段等を検討するため、平成 29年 8月に、北海道運輸局、北海  

道開発局、一般社団法人北海道バス協会など 15の機関・団体及び事業者で  

構成する「「北海道旅の安全情報」検討会議」（以下「検討会議」という。）  

を設置し、4回の討議を経て、同年 12月、災害時の交通情報等ポータルサ  

イトとして「北海道旅の安全情報」を開設している。  

「北海道旅の安全情報」の主な内容は、次のとおりである。  

①  日本語及び英語の 2言語から選択して表示可能であり、英語について  

は、グーグルの自動翻訳機能を利用  

② 飛行機、フェリー、鉄道、高速バスなど北海道内の主要な公共交通機  

関の情報や道路交通情報及び気象・防災情報等については、情報を提供  

している関係機関等のウェブサイトや SNSのリンク先を掲載  

③ バスについては、高速バス又は高速バス以外の空港連絡バスごとに、  

路線図又は一覧表の形式でリンク先を掲載  

④ 災害発生時には、「北海道旅の安全情報」のトップページに、最新の交  

通情報等を随時掲載  

⑤ 平常時には、交通情報のまとめサイトとして機能  

実証事業は、単年度事業であるため、平成 29 年度末で終了しているが、  

平成 30 年 3 月 20 日開催の第 4 回検討会議において、平成 30 年度以降も  

「北海道旅の安全情報」及び検討会議を継続することを決定するとともに、  

検討会議が定める「「北海道旅の安全情報」管理運用規程」（以下「管理運 図表 3-④ 

用規程」という。）を改定し、同サイトの管理を行わせるための事務局を民  

間団体（以下「管理者」という。）に置くこととしている。  

  

【調査結果】  

今回、「北海道旅の安全情報」における情報の掲載状況、掲載内容に関す  

る点検及び修正の実施状況等について調査した結果、次のような状況がみ  

られた。  

(1) 「北海道旅の安全情報」の利用状況  

「北海道旅の安全情報」の平成 30 年度における利用状況は、管理者 図表 3-⑤ 
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の資料によると、101,385ページビュー（注）で 36,519 人が利用してお

り、1日平均では 277ページビューで 100人の利用となっている。 

一方、北海道胆振東部地震が発生した平成 30 年 9 月 6 日は 9,096 ペ

ージビューで 2,731人、台風 24号が接近した 10月 1日は 2,059ページ

ビューで 1,249人がそれぞれ利用しており、平常時における閲覧数が 1

日 100 ページビューから 200 ページビューであるのに対し、災害時や悪

天候時には、閲覧数が著しく増加することがうかがわれる。 

また、北海道胆振東部地震が発生した平成 30年 9月 6日から 10日ま

での 5日間における利用者数 8,119人のうち、外国人利用者数は 1,529

人（18.8％）となっており、国・地域別の内訳をみると、シンガポール

が 237 人（8,119人の 2.9％）、香港が 224人（同 2.8％）、韓国が 215人

（同 2.7％）、台湾が 193人（同 2.4％）等となっている。 

 
（注） 「ページビュー」とは、ウェブページが閲覧された回数をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(2) 「北海道旅の安全情報」におけるバス事業者のウェブサイト等のリン  

ク先の掲載状況等  

「北海道旅の安全情報」において、ウェブサイトや SNS のリンク先が 図表 3-⑥ 

掲載されている 25 バス事業者について、英語表示の正確さ、リンクの

適切さ等を調査した結果、次のとおり、外国人観光旅客が同サイトを利

用する際に、困惑してしまうおそれや、必要な情報を得ることができな

いおそれがある状況がみられた。 

① バス事業者のウェブサイトのリンク先が掲載された路線図におい

て、バス事業者名が日本語表示のみとなっているもの（25 バス事業

者） 

② バス事業者名の英語表示が、自動翻訳により誤った表示となってい

るもの（7バス事業者） 

③ 高速バスを運行しているバス事業者のウェブサイト又は SNS のリ

ンク先が掲載された一覧表において、ⅰ）バス事業者が外国語に対応

したウェブサイトを開設しているにもかかわらず、そのリンク先が掲

載されていないもの（3 バス事業者）、ⅱ）バス事業者が SNS を開設

しているにもかかわらず、そのリンク先が掲載されていないもの（4

バス事業者） 

④ 空港連絡バスについては、上記③の高速バスのように運行するバス

事業者のウェブサイト又は SNS のリンク先が掲載された一覧表が設

定されていないため、空港連絡バスのみを運行しているバス事業者

が、ⅰ）外国語に対応したウェブサイトを開設しているにもかかわら

ず、そのリンク先を掲載する場所がないもの（3 バス事業者）、ⅱ）

SNS を開設しているにもかかわらず、そのリンク先を掲載する場所が
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ないもの（3 バス事業者） 

⑤ 外国語に対応したウェブサイトとして表示されたリンク先が、運行

情報を含まない観光情報のページとなっているもの（1 バス事業者） 

⑥ 運行情報又は運休情報を提供するウェブサイトとして表示された

リンク先が、日本語のみで提供するウェブサイトであるにもかかわら

ず、運休情報については「suspended service information」、運行情

報については「operation information」と英語表記されているため、

外国人観光旅客が、これらを英語で運行情報又は運休情報を提供する

ウェブサイトであると誤解してしまうおそれがあるもの（3バス事業

者） 

⑦ 運休情報又は運行情報を提供する SNS として表示されたリンク先

のページが存在しないもの（1 バス事業者） 

⑧ 約 1 年前から運休している都市間バスを運行していたバス事業者

のリンクが、削除されていないもの（1バス事業者） 

 

(3) 「北海道旅の安全情報」の掲載内容に関する点検及び修正の実施状況 

管理者は、「北海道旅の安全情報」の掲載内容を修正するのは外部か

らの苦情や指摘があった場合であり、特に点検等は実施していないとし

ている。 

一方、北海道運輸局は、掲載内容の定期的な点検の実施、修正が必要

な場合の対応等については、管理運用を担う管理者が責任を持って実施

するものと認識しているとしている。 

また、管理運用規程においては、掲載内容に係る定期的な点検の実施、

誤表示や掲載漏れなど修正が必要な場合の対応については定められて

おらず、責任の所在が明確なものとはなっていない。 

なお、「北海道旅の安全情報」にバス事業者のウェブサイトや SNS の

リンク先を掲載する作業については、実証事業の受託者であり同サイト

開設当時に検討会議の事務局であった民間事業者又は現在の事務局で

ある管理者が全て行っており、バス事業者は関与していない。 

 

【課題】 

外国人観光旅客を対象とした交通情報ポータルサイトは、外国人観光旅

客がストレスなくアクセスし、運行情報をはじめ必要な情報が容易に得ら

れるよう、正確な外国語による表示、適切なリンク先の掲載等が求められ

ている。 

しかしながら、「北海道旅の安全情報」においては、日本語のみのバス事

業者名の表示、バス事業者名の自動翻訳による誤表示、バス事業者のウェ

ブサイトや SNS のリンク先の掲載漏れ等、外国人観光旅客が同サイトを利
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用する際に、困惑してしまうおそれや、必要な情報を得ることができない

おそれがある状況がみられた。 

この原因は、「北海道旅の安全情報」の管理運用に当たり、外国人利用者

の目線での掲載内容の定期的な点検の実施や修正の必要性がこれまで認識

されていなかったこと及び同サイトの利便性、掲載内容の正確性・適切性

の確保に係る責任の所在が明確となっていなかったことによるものと考え

られる。 

このため、「北海道旅の安全情報」の管理運用に当たっては、管理運用規

程において、掲載内容に係る外国人利用者の目線での定期的な点検の実施

や修正が必要な場合の対応を明示することにより、外国人観光旅客の利便

性及び掲載内容の正確性・適切性を将来にわたって継続的に確保していく

ことが重要である。 

なお、「北海道旅の安全情報」にウェブサイトや SNS のリンク先が掲載さ

れている 25 バス事業者のうち、外国語に対応したウェブサイトを開設し

ているバス事業者は 9 バス事業者にとどまっており、同サイトを利用する

外国人観光旅客の利便性を一層高めるためには、バス事業者がウェブサイ

トの外国語対応を更に進めることが望ましい。 

 

【所見】 

したがって、観光振興行政を担っている北海道運輸局は、「北海道旅の安

全情報」における外国人観光旅客の利便性及び掲載内容の正確性・適切性

を将来にわたって継続的に確保する観点から、検討会議の一員として同サ

イトの掲載内容に係る外国人利用者の目線での定期的な点検の実施や修正

が必要な場合の対応について管理運用規程に明示するよう働きかけるな

ど、同サイトの改善を促進する必要がある。 
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図表 3-① 「平成 29 年度訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業に係る調査」業務  

（災害対応体制の構築に向けた実証事業）仕様書（北海道運輸局） 
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（注）北海道運輸局の資料による。 
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図表 3-② 「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業に係る調査」業務（災害対応体制の構築に向けた実証  

事業）報告書（概要版）」（平成 30年 3月北海道運輸局） 



-
 
7
6
 
- 

                                     
 

（注） 北海道運輸局の資料による。 



- 77 - 
 
 
 

図表 3-③ 「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業に係る調査」業務（災害対応体  

制の構築に向けた実証事業）報告書」（平成 30年 3月北海道運輸局）の内容 

１． 業務概要 （略） 

２． 地域における避難誘導マニュアル検討・策定実証事業 （略） 

３． 自然災害発生時の情報提供・発信のあり方の検討に関する調査 

３．１ 関係者による検討会議の開催 

３．１．１ 目的 

以下を目的に、自然災害に伴う関係機関の関係者を参集し、『「北海道 旅の安全情報」

検討会議』を開催した。 

・ 外国人旅行者に対して、効率的な情報提供･発信を行うために求められる情報を把

握する。 

・ 自然災害の発生時に、どのような手段で、どういった情報提供を行うかを検討す

る。 

・ 自然災害に伴う関係機関との交流を深め、災害発生時の情報提供を継続的体制構

築の礎とする。 

 

討議で得られた内容は、外国人旅行者に対して効率的な情報提供・発信を行うための、

ウェブコンテンツ（ポータルサイト）に求められる情報の検討材料とした。 

 

３．１．２ 構成団体 

『「北海道 旅の安全情報」検討会議』の構成団体を以下に示す。 

北海道運輸局 （一社）北海道バス協会 

北海道開発局 （一社）北海道ハイヤー協会 

東京航空局 新千歳空港事務所 北海道地区レンタカー協会連合会 

気象庁 札幌管区気象台 苫小牧港フェリー利用促進連絡会 

北海道 北海道旅客鉄道(株) 

札幌市 北海道空港(株) 

（公社）北海道観光振興機構 新千歳空港ターミナルビルディング(株) 

 東日本高速道路(株)北海道支社 

 

３．１．３ 検討会議録 

検討会議は 4 回開催し、以下の内容を討議した。 

開催回 開催日 議 題 

第 1回 平成 29年 8月 21日 事業概要の説明 

第 2回 平成 29年 9月 21日 ポータルサイトの仮立上げについて 

第 3回 平成 29年 11月 29日 冬季に向けたポータルサイトの本格稼働について 

第 4回 平成 30年 3月 20日 事業報告及び次年度の体制について 

 

(議事概要は、略) 

 

３．２ 情報提供・発信のためのウェブコンテンツの作成 

３．２．１ 目的 

2016 年 8月の大雨や台風の発生により、北海道内の各地で鉄道や道路に深刻な被害が

発生した。 

また、2016年 12月の大雪により新千歳空港や鉄道では多くの欠航/運休が発生した。 

この時、代替交通手段やう回路の情報収集に多くの手間を要し、外国人旅行者はもと

より日本人旅行者も多くの苦労を伴った。 

これらの状況を踏まえ、災害が発生した場合に国内外へ正確な情報を提供し、復旧後
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の円滑な旅行需要の回復・拡大に寄与することを目的として、各交通機関および気象な

どの情報を一元化して発信するポータルサイト『北海道旅の安全情報』(http://safety-

travel.jp/)を構築した。 

 

 

３．２．２ 先行事例 （略） 

３．２．３ 方針 

ポータルサイトは、以下の方針に基づき構築した。 

項 目 内 容 

想定利用者 旅行者の各種問合せ対応を行う観光案内所や宿泊施設のスタッ

フに加え、外国人旅行者であることも想定する。 

[配慮事項] 

・ PC だけでなくスマホやタブレットでの利用も可能な環境とす

る。 

具体的には、画面サイズの小さいスマートフォンやタブレッ

トでも利用しやすいよう、指を使って拡大/縮小を行う、ピンチ

アウト/ピンチインができるようにする。 

・ 外国人旅行者の利用も想定して外国語にも対応させる。但し、

後述の「次年度以降の継続性」を図るため、ローコストでの運用

を意識して英語のみの自動翻訳対応とする。 

デザイン できるだけシンプルで分かりやすいユーザーインターフェース

とする。 

[配慮事項] 

・ ピクトグラムなどを活用して、情報が一目で把握できるよう、

視認性に配慮する。 

段階的公開 関係機関からの意見・要望を取り入れながら試行するため、段階

的に公開する。 

8/21～ 検討会議の参加者に対して限定公開 

10/1～ 宿泊施設、観光協会に対象を拡大して仮公開 

12/15～ 一般公開 

  

次年度以降の継続

性 

ローコストな運用が可能なよう、シンプルな構成とする。 

 

３．２．４ ページ構成 

ポータルサイトのページは、以下の構成とした。 

ページ 概 要 

トップページ 交通機関や観光協会などからのトピックス、交通機関の運行情

報、防災情報、峠のカメラを掲載。 

このトップページに掲載している情報で、天候・交通情報の横断

的な大まかな情報が得られる。 

飛行機 運行されている 12空港のリンク集を、地図での図示と共に掲載

している。 

フェリー 本州航路、離島航路を運航するフェリー会社のリンク集を、地図

での図示と共に掲載している。 

鉄道 鉄道、市電、地下鉄のリンク集を掲載している。 

高速バス 都市間高速バスを運行するバス会社のリンク集を、地図での図

示と共に掲載している。 

道路 高速道路、一般道路などの道路状況が把握できるサイトのリン
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ク集を掲載している。 

他交通 ロープウェイを運行している会社のリンク集を、地図での図示

と共に掲載している。 

気象 気象庁、札幌管区気象台、日本気象協会の天気サイトのリンク集

を掲載している。 

外国公館 駐日外国公館や在札幌領事館などのリンク集を掲載している。 

お役立ち 避難訓練等のビデオ、避難誘導マニュアル、医療機関の情報、各

種リーフレットなどを掲載している。 

その他のリンク 気象庁の防災情報のリンクを掲載している。 

お問い合わせ 本ポータルに関する問合せメールができる。 

このサイトについ

て 

本ポータルの運営に関する事項や、リンクのためのバナーを掲

載している。 

 

各ページでは、以下のように“メニュー”と“自動翻訳”の項目を共通事項とした。 

 

(1) トップページ （略） 

(2) 飛行機    （略） 

(3) フェリー   （略） 

(4) 鉄道     （略） 

(5) 高速バス 

・ 主な高速バス（都市間バス）を地図にマーキングしています。吹き出しをクリック

（タップ）すると、その高速バスを運行しているバス会社の日本語ホームページに

遷移し、高速バスの運行状況などを確認することができます。 

・ 主な高速バス（都市間バス）を運行しているバス会社の一覧を表示しています。そ

の右に、ホームページ(日本語と英語)、Facebook、Twitter をリンクしており、それ

らをクリック（タップ）すると、そのバス会社のページに遷移し、高速バスの運行状

況などを確認することができます。 

(6) 道路     （略） 

 

（以下略） 

 

３．２．５ ポータルサイトの利用状況 （略） 

３．２．６ 情報提供・発信のあり方のまとめと今後の課題 

2016 年 8月の大雨・台風時の状況についてのヒアリングでは、当時、目的地までの代

替方法についての問い合わせが多かったが、調べるのに大変時間がかかり困ったという

意見が圧倒的に多かった。 

それらの課題を解消すべく、『北海道旅の安全情報検討会議』を立ち上げ、交通・災害

情報を一元的に掲載した実証実験サイト「北海道 旅の安全情報」を開設し、自然災害時

の情報提供・発信のあり方を検証することとした。 

 

また、全国の先進事例調査も踏まえ、「北海道 旅の安全情報」の基本方針を以下のと

おりとした。 

・ ポータルサイトの主な想定利用者を旅行者の各種問合せ対応を行う観光案内所や

宿泊施設のスタッフに加え、外国人旅行者であることも想定した。 

・ PC だけでなくスマホやタブレットでの利用も可能な環境とするよう配慮した。 

具体的には、画面サイズの小さいスマートフォンやタブレットでも利用しやすい

よう、指を使って拡大/縮小を行う、ピンチアウト/ピンチインができるようにした。 

・ 外国人旅行者の利用も想定して外国語にも対応させるが、「次年度以降の継続性」

を図るため、ローコストでの運用を意識して英語のみの自動翻訳対応とした。 
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・ デザインはできるだけシンプルで分かりやすいユーザーインターフェースとした。 

・ ピクトグラムなどを活用して、情報が一目で把握できるよう、視認性に配慮した。 

・ 関係機関からの意見・要望を取り入れながら試行するため、段階的に公開した。 

・ 次年度以降の継続性を考え、ローコストな運用が可能なよう、シンプルな構成と

した。 

また情報提供組織からのリアルタイム情報を掲載するために、「トピックス」欄を設け

とともに、各地域の観光協会等から交通情報やイベント催行情報等を集約して掲載する

ために「主な観光地からの情報」欄も設けた。 

 

10 月 2 日の仮オープンから 3 月 10 日までの利用状況は、「3.3.5 節 ポータルサイト

の利用状況」で記したように、特に自然災害発生時にアクセス数が急増し、災害時にお

ける一定の役割を果たした結果となった。 

しかしながら、外国人旅行者の視点から見ると、「北海道 旅の安全情報」自体の多言

語化に加え、各リンク先サイトの多言語化や、予約システムとは連動していない等の課

題が顕在化しており、更なるバージョンアップを進めていく必要がある。 

また各地域でのサイトの認知度は低く、更なる告知宣伝強化も必要である。 

次年度以降の運営は、インバウンド事業情報共有サイト「北海道インバウンド・イン

フォ」を運営している○が事業の趣旨に賛同し、公益事業として協力したいとの申し出

があり、3月 20日開催された「第 4回北海道旅の安全情報検討会議」で、検討会議の継

続と事務局を○に置いて運営していくことが決定された。外国人旅行者にとって本当に

役に立つサイトになるためにも、引き続き関係者の連携により更なる掲載情報の質及び

量の充実を図っていく必要がある。 

 

（以下略） 

 
（注）1 北海道運輸局の資料に基づき、当局が作成した。  

2 下線は当局が付した。 

3 表中の「○」は、管理者名を示す。 
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図表 3-④ 「「北海道旅の安全情報」管理運用規程」（平成 30 年 3 月 20 日改定「北海道        

旅の安全情報」検討会議） 

（目的） 

第１条 この規程は、「北海道旅の安全情報」検討会議(以下「検討会議」という。)の Web

サイト「北海道旅の安全情報」(以下「Webサイト」という。)の管理及び運用に関し、必

要な事項を定める。 

（事務局） 

第２条 Webサイトの管理をさせるため、検討会議は事務局を○に置く。 

（基本方針） 

第３条 次の基本方針に基づき Webサイトを運営するものとする。 

(1) 災害対策基本法に基づく自然災害発生時又は悪天候発生時の交通に関する情報等

を観光関係者及び外国人旅行者に広く周知すること。 

(2) 広く検討会議の情報を提供すること。 

(3) Webサイトがわかりやすく、だれもがアクセス可能であること。 

（掲載する情報） 

第４条 検討会議は、次の情報を Webサイトに掲載するよう努めるものとする。 

(1) 検討会議の事業に関する情報及びサービス 

(2) 検討会議の会員から提供された各種の災害情報、交通情報及びイベント情報 

(3) 検討会議の会員以外から旅行者へ周知させることを目的として提供された、重要と

思われる各種の災害情報、交通情報及びイベント情報 

(4) その他検討会議が公益上必要と認める情報 

（掲載する情報の制限） 

第５条 Webサイトに掲載する情報は、広報の公共性、中立性及び品位を損なうおそれがな

いもので、次のいずれにも該当しないものとする。 

(1) 法令及び条例等に違反する（違反する恐れがある）もの 

(2) 公序良俗に反するもの 

(3) 検討会議の名誉をき損し、及び信用を損なうもの 

(4) 個人、団体等を誹謗中傷する内容のもの 

(5) 著作権、知的所有権、肖像権等を侵害するもの 

(6) 政治活動、宗教活動、選挙運動等に関する内容のもの 

(7) 営利を目的とするもの。ただし、検討会議が特別に掲載することを認めるものを除

く。 

（個人情報の制限） 

第６条 個人情報に関わる内容の掲載については、次に定めるところにより行わなければ

ならない。ただし、当該個人が本人の個人情報に関わる内容の掲載について了承した場

合は、この限りではない。 

(1) 個人名等の掲載は、必要最小限に留めること。 

(2) 個人を識別できる写真及び映像は、本人が不利益を被ることがないことが明らかな

場合を除き掲載しないこと。 

(3) 個人の電話番号及び電子メールアドレスは、原則として掲載しないこと。 

（他ホームページからのリンク） 

第７条 他のホームページからのリンクは、リンク先のホームページの内容が第 5 条第 1

号から第 6号のいずれかに該当すると判断される場合を除き、原則として自由とする。 

２ Web サイトへリンクしようとするときは、原則としてトップページにリンクするもの

とする。 

（他ホームページへのリンク） 

第８条 Webサイトから他ホームページへのリンク先は、次に該当するものとする。 

(1) 国及び地方公共団体 

(2) 検討会議の関係機関及び団体 
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(3) 大学、試験研究機関及び公益法人 

(4) 第 5条第 1号から第 6号までの規定に該当しないもの 

(5) その他 Webサイトの利用者の便宜上有益なものと事務局が認めたもの 

２ 検討会議は、リンクしている他のホームページの内容に関して一切の責任を負わない。 

３ 事務局は、リンクしている他のホームページの内容が第 5 条第 1 号から第 6 号までの

規定に該当することとなった事実を知り得た場合は、速やかにリンクを削除する。 

（メール利用の原則） 

第９条 Webサイトの利用者が電子メール（以下「メール」という。）を用いて検討会議に

意見、照会等を行う場合は、氏名、住所、電話番号等を明記して行わなければならない。 

（メールの取扱い） 

第 10 条 メールは、事務局において処理する。 

２ メールは、原則として非公開とする。ただし、検討会議及び外国人旅行者の関心の高

い重要な施策に関する意見については、送信者の個人情報を伏して、その主旨を Web サ

イト等で公開することができる。 

（セキュリティ及びシステム管理） 

第 11 条 事務局は、安全情報の安全な管理運営に努めるとともに、個人情報の流出防止の

ため、物理的及び電子的に適切な手段を講ずるものとする。 

２ Webサイトは、事務局がシステム管理を行うものとする。 

（個人情報の収集管理） 

第 12 条 検討会議は、Web サイトを通じて個人情報を収集する場合は、Web サイトを利用

する者にその収集の目的を明らかにして必要最小限の範囲で収集するものとする。 

２ 検討会議は、Webサイトを通じて収集した個人情報は、あらかじめ明示した収集目的を

超えて利用し、又は外部への提供をしてはならず、保有の必要がなくなった個人情報は

速やかに廃棄するものとする。 

（委任） 

第 13 条 この規程に定めのない事項は、事務局が検討会議に諮って定めることが出来る。 

（規程の制定及び改廃） 

第 14 条 この規定の制定及び改廃は、事務局が検討会議に諮って行う。 

附則 

この規程は、平成 30年 4月 1日から施行する。 
（注）1 北海道運輸局の資料に基づき、当局が作成した。 

2 下線は当局が付した。 

3 表中の「○」は、管理者名を示す。 
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 図表 3-⑤ 2018年度「北海道旅の安全情報」の利用状況 
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（注） 管理者の資料による。 
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図表 3-⑥ 外国人観光旅客が「北海道旅の安全情報」を利用する際に、困惑してしまうおそれや、

必要な情報を得ることができないおそれがある例 

事

例

№ 

区 分 バス事業者名 事例の内容 

① バス事業者のウェブサイトの

リンク先が掲載された路線図に

おいて、バス事業者名が日本語

表示のみとなっているもの 

（25バス事業者） 

・ 北海道中央バス株式会社 

・ 北都交通株式会社 

・ 網走バス株式会社 

・ 阿寒バス株式会社 

・ 斜里バス株式会社 

・ 函館バス株式会社 

・ 函館タクシー株式会社 

・ 旭川電気軌道株式会社 

・ 帯運観光株式会社 

・ ジェイ・アール北海道バス

株式会社 

・ 道南バス株式会社 

・ 北海道バス株式会社 

・ 道北バス株式会社 

・ 北海道北見バス株式会社 

・ 北紋バス株式会社 

・ 宗谷バス株式会社 

・ 沿岸バス株式会社 

・ 北海道拓殖バス株式会社 

・ くしろバス株式会社 

・ 根室交通株式会社 

・ 十勝バス株式会社 

・ ふらのバス株式会社 

・ 有限会社大沼交通 

・ 北海道観光バス株式会社 

・ 網走観光交通株式会社 

言語選択で「英語」を選択す

ると、タイトルは英訳されるも

のの、リンク先のバス事業者名

は英訳されない。 

② バス事業者名の英語表示が、

自動翻訳により誤った表示と

なっているもの 

（7バス事業者） 

・ 北都交通株式会社 誤：Hokuto Transport Co., 

Ltd 

正：HOKUTO KOTSU INC. 

・ 帯運観光株式会社 誤：Band luck Tourism Co., 

Ltd. 

正：OBIUN KANKO 

・ 北紋バス株式会社 誤：Kitamon Bus Corporation 

正：HOKUMON BUS CO., LTD 

・ 沿岸バス株式会社 誤：Coastal Bus Corporation 

正：ENGAN BUS CO., LTD 

・ 北海道観光バス株式会社 誤：Hokkaido Sightseeing 

Bus Co., Ltd. 

正：HOKKAIDO KANKO BUS CO., 

LTD 

・ 根室交通株式会社 誤：Nemuro Transport Co., 

Ltd. 

正：NEMURO KOTSU CO., LTD 

・ 網走観光交通株式会社 誤：Abashiri Attractions 
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Traffic Co., Ltd. 

正：ABASHIRI KANKO KOTSU 

CO., LTD 

③ ⅰ） バス事業者のウェブサイ

ト又はSNSのリンク先が掲載

された一覧表において、バス

事業者が外国語に対応した

ウェブサイトを開設してい

るにもかかわらず、そのリン

ク先が掲載されていないも

の 

 （3バス事業者） 

・ 北都交通株式会社 

・ 北紋バス株式会社 

・ 宗谷バス株式会社 

ウェブサイトのリンク先が

一覧表に掲載されていない。 

ⅱ） バス事業者のウェブサイ

ト又はSNSのリンク先が掲載

された一覧表において、バス

事業者がSNSを開設している

にもかかわらず、そのリンク

先が掲載されていないもの 

 （4バス事業者） 

・ 北海道中央バス株式会社 

・ 網走バス株式会社 

・ 斜里バス株式会社 

・ 道南バス株式会社 

SNS のリンク先が一覧表に

掲載されていない。 

④ ⅰ） 空港連絡バスのみを運行

しているバス事業者が、外国

語に対応したウェブサイト

を開設しているにもかかわ

らず、そのリンク先を掲載す

る場所がないもの 

 （3バス事業者） 

・ 函館タクシー株式会社 

・ 旭川電気軌道株式会社 

・ ふらのバス株式会社 

空港連絡バスのみを運行し

ているバス事業者の場合、高速

バスを運行するバス事業者の

ようにウェブサイトのリンク

先を掲載する一覧表が設定さ

れていない。 

ⅱ） 空港連絡バスのみを運行

しているバス事業者が、SNS

を開設しているにもかかわ

らず、そのリンク先を掲載す

る場所がないもの 

 （3バス事業者） 

・ 函館タクシー株式会社 

・ 旭川電気軌道株式会社 

・ ふらのバス株式会社 

空港連絡バスのみを運行し

ているバス事業者の場合、高速

バスを運行するバス事業者の

ように SNS のリンク先を掲載

する一覧表が設定されていな

い。 

⑤ 外国語に対応したウェブサ

イトとして表示されたリンク

先が、運行情報を含まない観光

情報のページとなっているも

の 

（1バス事業者） 

・ 阿寒バス株式会社 バス事業者のウェブサイト

（英語）が表示されるが、当該

サイトは、JR 釧路駅からの観

光モデルコースを案内してい

る。 

⑥ 運行情報又は運休情報を提供

するウェブサイトとして表示さ

れたリンク先が、日本語のみで

提供するウェブサイトであるに

もかかわらず、運休情報につい

て は 「 suspended service 

information」、運行情報につい

ては「operation information」

と英語表記されているため、外

国人利用者が、これらを英語で

運行情報又は運休情報を提供す

・ 北海道中央バス株式会社 

・ 宗谷バス株式会社 

・ 北海道観光バス株式会社 

 

バス事業者の運休情報又は

運行情報のウェブサイトが表

示されるが、当該サイトは、こ

れらの情報が日本語でのみ表

示されている。 
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るウェブサイトであると誤解し

てしまうおそれがあるもの 

（3 バス事業者） 

⑦ 運休情報又は運行情報を提

供するSNSとして表示されたリ

ンク先のページが存在しない

もの 

（1バス事業者） 

・ 沿岸バス株式会社 リンク先のページが存在し

ない。 

⑧ 約1年前から運休している都

市間バスを運行していたバス

事業者のリンクが、削除されて

いないもの 

（1バス事業者） 

・ 網走観光交通株式会社 リンク先のウェブサイトで

は、「まりも急行札幌号は、平

成 30 年 7 月 31 日をもちまし

て運休とさせていただきま

す。」と掲載されている。 
（注）1 当局の調査結果による。 

      2 「北海道旅の安全情報」の中には「函館帝産バス」と表示されているものがあるが、これは、函館タク

シー株式会社が道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）に基づく一般乗合旅客自動車運送業及び一般貸切

旅客自動車運送業を行う場合に用いている名称である。 
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事例① バス事業者のウェブサイトのリンク先が掲載された路線図において、バス事業者名

が日本語表示のみとなっているもの 

路線図の全ての高速バスの名称及

びバス事業者名が英訳されない 

「英語」を選択 
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路線図の全てのバス事業者名 

が英訳されない 

 

「英語」を選択 

（注）1 「北海道旅の安全情報」から、当局が作成した。 

2 丸囲み及び吹き出しは当局が付した。 

3 「函館帝産バス」は、函館タクシー株式会社が道路運送法（昭和 26年法律第 183号）に基づく一般乗 
合旅客自動車運送業及び一般貸切旅客自動車運送業を行う場合に用いている名称である。 
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事例② バス事業者名の英語表示が、自動翻訳により誤った表示となっているもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

英
語
表
示
が
誤
っ
て
い
る 

 

（注）1 「北海道旅の安全情報」から、当局が作成した。 

2 矢印、丸囲み及び吹き出しは当局が付した。 
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事例③ 高速バスを運行しているバス事業者のウェブサイト又は SNS のリンク先が掲載され

た一覧表において、ⅰ）バス事業者が外国語に対応したウェブサイトを開設している

にもかかわらず、そのリンク先が掲載されていないもの、ⅱ）バス事業者が SNS を開

設しているにもかかわらず、そのリンク先が掲載されていないもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S
N
S

の
リ
ン
ク
先
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い 

外
国
語
に
対
応
し
た
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

の
リ
ン
ク
先
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い 

 

（注）1 「北海道旅の安全情報」から、当局が作成した。 

2 矢印、丸囲み及び吹き出しは当局が付した。 
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事例④ 空港連絡バスのみを運行しているバス事業者が、ⅰ）外国語に対応したウェブサイ

トを開設しているにもかかわらず、そのリンク先を掲載する場所がないもの、ⅱ）SNS

を開設しているにもかかわらず、そのリンク先を掲載する場所がないもの 
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空港連絡バスのみを運行してい

るバス事業者の場合、高速バス

を運行するバス事業者のよう

に、外国語に対応したウェブサ

イトや SNS のリンク先を掲載す

る一覧表等が設定されていない 

 

 

外国語に対応したウェブ

サイト・SNS開設済み 

外国語に

対応した

ウェブサ

イト・SNS

開設済み 

（注）1 「北海道旅の安全情報」から、当局が作成した。 

2 矢印、枠囲み及び吹き出しは当局が付した。 

3 「函館帝産バス」は、函館タクシー株式会社が道路運送法（昭和 26年法律第 183号）に基づく一般乗合 

旅客自動車運送業及び一般貸切旅客自動車運送業を行う場合に用いている名称である。 
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事例⑤ 外国語に対応したウェブサイトとして表示されたリンク先が、運行情報を含まない

観光情報のページとなっているもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外国語に対応

したウェブサ

イトとして表

示されたリン

ク先が、運行情

報を含まない

観光情報のペ

ージとなって

いる 

（注）1 「北海道旅の安全情報」から、当局が作成した。 

2 矢印、枠囲み及び吹き出しは当局が付した。 
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事例⑥ 運行情報又は運休情報を提供するウェブサイトとして表示されたリンク先が、日本

語のみで提供するウェブサイトであるにもかかわらず、運休情報については

「suspended service information」、運行情報については「operation information」

と英語表記されているため、外国人観光旅客が、これらを英語で運行情報又は運休情

報を提供するウェブサイトであると誤解してしまうおそれがあるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リンク先が、日本語

のみで提供するウェ

ブサイトであるにも

かかわらず、英語表

記されているため、

外国語で運行情報又

は運休情報を提供す

るウェブサイトであ

ると誤解してしまう

おそれがある 

（注）1 「北海道旅の安全情報」から、当局が作成した。 

2 矢印、枠囲み及び吹き出しは当局が付した。 
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事例⑦ 運休情報又は運行情報を提供する SNS として表示されたリンク先のページが存在し

ないもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運休情報又

は運行情報

を提供する

SNS として表

示されたリ

ンク先のペ

ージが存在

しない 

 

（注）1 「北海道旅の安全情報」から、当局が作成した。 

2 矢印、枠囲み及び吹き出しは当局が付した。 

 

  



- 102 - 
 
 
 

事例⑧ 約 1年前から運休している都市間バスを運行していたバス事業者のリンクが、削除

されていないもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年 7月 31日 

をもって運休 

（注）1 「北海道旅の安全情報」から、当局が作成した。 

   2 矢印、枠囲み及び吹き出しは当局が付した。 

 




